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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
播
磨
国
守
護
奉
行
人
か
ら
地
域
領
主
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
小
寺
氏
の
権
力
構
造
の
変
遷
を
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
権
力
が
成
長
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
地
域
支
配
の
あ
り
方

や
家
臣
編
制
な
ど
対
外
的
・
対
内
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く

の
か
。
権
力
が
成
長
し
て
い
く
中
で
、
何
が
断
絶
し
、
連
続
し
て
、

刷
新
さ
れ
て
い
く
の
か
。
播
磨
国
地
域
領
主
で
あ
る
小
寺
氏
と
、
そ

の
被
官
人
か
ら
福
岡
藩
主
へ
と
変
容
を
遂
げ
た
黒
田
氏
の
両
氏
を
軸

に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
、
播
磨
国
で
果
た

し
た
役
割
か
ら
、
小
寺
氏
が
ど
の
よ
う
な
権
力
で
あ
っ
た
の
か
を
段

階
を
追
っ
て
明
ら
か
に
す
る
。

播
磨
国
は
守
護
赤
松
氏
の
領
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
赤
松
氏
の
守

護
支
配
を
実
質
的
に
担
っ
た
の
は
、
播
磨
国
国
人
領
主
で
あ
る
と
野

田
泰
造
氏（

１
）、

小
林
基
伸
氏（

２
）は

指
摘
す
る
。

赤
松
氏
は
有
力
な
国
人
領
主
に
職
を
付
与
し
、
一
郡
な
い
し
数
郡

を
与
え
、
分
国
支
配
を
担
わ
せ
て
い
た
。
国
人
領
主
は
、
や
が
て
、

付
与
さ
れ
た
職
制
を
梃
子
に
支
配
を
拡
大
し
て
い
き
、
守
護
か
ら
の

自
立
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

特
に
小
林
氏
は
、
国
人
領
主
が
守
護
か
ら
自
立
を
遂
げ
て
い
く
中

で
、
守
護
権
力
に
よ
る
地
域
支
配
の
抑
圧
か
ら
地
下
が
自
ら
の
要
求

実
現
の
た
め
に
、
守
護
で
は
な
く
、
地
域
権
力
（
＝
国
人
領
主
）
を

求
め
て
い
く
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
。
地
下
人
に
と
っ
て
、
寺
社
本

所
領
保
護
を
基
本
政
策
と
す
る
守
護
は
、
地
下
人
の
生
産
活
動
を
保

証
し
て
く
れ
る
権
力
と
し
て
期
待
さ
れ
な
く
な
り
、
守
護
に
変
わ
る

権
力
と
し
て
国
人
領
主
が
地
下
に
よ
っ
て
担
が
れ
始
め
、
国
人
の
自

播
磨
国
地
域
領
主
と
し
て
の
小
寺
氏

青
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立
性
が
強
化
さ
れ
て
い
く
と
す
る
。

こ
の
小
林
氏
の
指
摘
は
、
播
磨
国
の
守
護
権
力
と
地
域
、
国
人
領

主
と
地
域
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
播
磨
国
に
お
い
て
守
護
赤
松
氏
は
完
全
に
排
除
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
見
解
は
、
守
護
研
究
者
の
野
田
氏
と
国
人
領

主
研
究
者
の
小
林
氏
と
で
一
致
し
て
い
る
。
所
領
規
模
な
ど
の
問
題

で
自
立
す
る
こ
と
が
困
難
な
国
人
領
主
が
存
在
し
、
そ
う
い
っ
た
領

主
達
が
求
心
し
つ
づ
け
る
存
在
と
し
て
、
守
護
赤
松
氏
は
存
続
す
る

と
い
う
。

こ
の
播
磨
国
の
様
相
に
つ
い
て
、
野
田
氏
は
、
京
都
近
郊
に
存
在

し
伝
統
的
秩
序
を
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
播
磨
国
の
特
質
と

し
て
評
価
を
す
る
が
、
同
様
の
現
象
は
、
戦
国
期
の
但
馬
国
守
護
・

山
名
氏（

３
）や

、
丹
後
国
一
色
氏（

４
）で

も
見
ら
れ
、
戦
国
期
守
護
と
成
長
過

程
に
あ
る
国
人
領
主
と
が
共
通
し
て
抱
え
る
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

で
は
、
守
護
赤
松
氏
と
播
磨
国
国
人
領
主
の
研
究
が
発
展
し
て
い

く
中
で
、
小
寺
氏
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。小

寺
氏
は
守
護
赤
松
氏
よ
り
段
銭
奉
行
職
を
付
与
さ
れ
た
赤
松
氏

被
官
で
あ
る
。

野
田
氏
に
よ
っ
て
、
幕
府
か
ら
賦
課
さ
れ
る
国
役
段
銭
、
守
護
段

銭
、
播
磨
国
に
関
す
る
祈
祷
・
仏
事
、
赤
松
氏
守
護
館
や
政
庁
に
関

す
る
段
銭
の
賦
課
・
徴
収
を
一
手
に
担
っ
て
き
た
小
寺
氏
は
、
段
銭

奉
行
と
い
う
職
制
を
梃
子
に
支
配
領
域
を
拡
大
し
て
い
き
、
や
が
て

は
赤
松
氏
か
ら
自
立
を
遂
げ
、
地
域
権
力
と
な
っ
た
と
評
価
さ
れ（

５
）（
６
）た。

こ
れ
に
対
し
濱
田
浩
一
郎
氏（

７
）は

、
足
利
義
昭
が
赤
松
・
浦
上
両
氏

の
戦
闘
の
際
、
小
寺
氏
の
調
整
役
を
依
頼
し
た
こ
と
か
ら
、
赤
松
・

小
寺
氏
と
将
軍
家
の
緊
密
な
関
係
が
窺
え
、
赤
松
氏
か
ら
は
自
立
せ

ず
、
幕
府
や
守
護
と
い
っ
た
上
部
権
力
に
左
右
さ
れ
、
動
向
規
定
さ

れ
た
国
人
領
主
で
あ
る
と
否
定
し
た
。

こ
の
濱
田
氏
の
評
価
に
対
し
、
渡
邊
大
門
氏（

８
）は

、
幕
府
や
守
護
と

い
っ
た
上
部
権
力
と
緊
密
で
あ
る
の
は
当
時
の
政
治
不
安
に
よ
る
上

部
権
力
か
ら
の
要
請
で
あ
り
、
小
寺
氏
の
自
立
性
は
保
持
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
と
野
田
氏
の
見
解
を
再
評
価
し
た
。
上
部
権
力
に
動
向
を

規
定
さ
れ
な
い
国
人
領
主
と
再
評
価
さ
れ
た
小
寺
氏
は
、
十
六
世
紀

前
半
に
徐
々
に
赤
松
氏
か
ら
自
立
を
志
向
し
て
い
き
、
赤
松
氏
の
弱

体
化
と
共
に
地
域
権
力
へ
と
変
化
し
て
い
く
と
す
る
。

こ
れ
ら
小
寺
氏
に
関
す
る
評
価
は
、
幕
府
―
守
護
体
制
論
や
国
人

領
主
研
究
、
引
い
て
は
播
磨
国
地
域
史
の
中
で
研
究
が
進
み
、
見
い

だ
さ
れ
て
き
た
。
自
立
し
た
播
磨
国
の
地
域
権
力
と
し
て
評
価
が
進
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展
し
て
い
く
い
っ
ぽ
う
で
、
そ
れ
ま
で
守
護
の
末
端
と
し
て
活
動
し

て
い
た
頃
の
小
寺
氏
の
実
態
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い

る
。小

寺
氏
が
守
護
の
段
銭
奉
行
と
い
う
職
制
か
ら
支
配
権
を
拡
大
し

た
地
域
権
力
で
あ
れ
ば
、
守
護
権
力
の
中
の
小
寺
氏
を
見
直
す
必
要

が
あ
る
。
守
護
権
力
の
末
端
で
あ
っ
た
頃
か
ら
地
域
と
の
関
係
は
ど

の
よ
う
で
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
地
域
権
力
へ
と
変
化
し
て

い
く
中
で
ど
う
変
化
し
て
い
く
の
か
。
播
磨
国
国
人
領
主
で
あ
る
小

寺
氏
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
段
階
を
追
っ
て
検
討
し

て
い
く
。

ま
ず
、
守
護
の
末
端
と
し
て
小
寺
氏
は
ど
の
よ
う
に
地
域
に
現
れ

て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

武
家
と
地
域
の
関
係
を
照
射
す
る
際
の
材
料
と
し
て
、「
鵤
荘
引

付
」（
以
下
「
引
付（

９
）」）

を
取
り
あ
げ
る
。

鵤
荘
は
播
磨
国
揖
保
郡
に
存
在
し
た
奈
良
法
隆
寺
領
で
あ
る
。
条

里
制
村
落
で
、
守
護
不
入
の
地
と
し
て
法
隆
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
る
政

所
に
よ
る
直
務
支
配
が
行
わ
れ
た
荘
園
で
あ
る
。（『
太
子
町
史（

（1
（

』）

鵤
荘
政
所
に
よ
っ
て
書
き
残
さ
れ
た
「
引
付
」
は
、応
永
四
年
（
一

三
九
七
）
か
ら
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
に
か
け
て
の
日
記
資
料

で
、
こ
の
期
間
に
鵤
荘
や
そ
の
周
辺
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
つ
ぶ
さ

に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
記
帳
を
基
に
、
村
落
の
目
線
か
ら
村

の
自
力
の
萌
芽
を
探
る
研
究
は
藤
木
久
志
氏
に
は
じ
ま
り
の
水
藤
真

氏（
（1
（

に
到
る
ま
で
活
発
に
見
ら
れ
る
が
、六
五
年
の
大
山
喬
平
氏（

（1
（

以
降
、

武
家
の
目
線
か
ら
地
域
と
武
家
支
配
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
論
考
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

改
め
て
、
第
一
章
で
は
「
引
付
」
を
中
心
に
、
地
域
に
果
た
す
武

家
の
役
割
の
変
化
に
注
目
し
、
小
寺
氏
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。

第
一
章　

守
護
奉
行
人
と
し
て
の
小
寺
氏

第
一
節　

段
銭
奉
行
と
し
て
の
小
寺
氏

「
引
付
」
に
見
え
る
小
寺
氏
の
初
見
は
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）

で
あ
る
。

「
八
徳
山
三
合
米
」
と
い
う
段
銭
に
関
す
る
記
事
に
見
ら
れ
る
。

以
降
、
春
・
秋
及
び
「
瓜
夫
役
」
と
い
っ
た
段
銭
の
賦
課
と
そ
の
免

除
の
際
に
現
れ
る
。

①
八
徳
山
三
合
米

【
史
料
①
】

一
、�

明
應
九
年
申
十
二
月
、
八
徳
山
三
合
米
配
封
、
御
着
ヨ
リ
被
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入
、
三
百
六
十
町
ト
ア
リ
、」
雖
然
代
々
免
除
由
申
立
、
侘

言
ニ
沙
汰
人
中
方
於
御
着
ニ
遣
了
、一
貫
文
」
御
着
両
奉
行
、

小
寺
方
・
薬
師
方
へ
禮
五
百
文
、
小
納
所
禮
二
百
文
差
之
、」

二
百
文
於
後
世
方
禮
、
廿
文
読
賃
繩
代
、
三
百
文
支
社
日
別
、

以
上

「
八
徳
山
三
合
米
」
の
配
符
が
「
御
着
（
よ
り
）
入
」
り
、
免
除

を
求
め
て
鵤
荘
政
所
か
ら
「
沙
汰
人
中
方
」
が
「
御
着
」
に
派
遣
さ

れ
た
。
こ
の
と
き
、「
一
貫
文
御
着
両
奉
行
、
小
寺
方
・
薬
師
寺
方

へ
禮
五
百
文
」
が
渡
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
降
、
永
正
十
年
（
一

五
一
三
）
ま
で
断
続
的
に
御
着
か
ら
「
八
徳
山
三
合
米
」
の
賦
課
が

あ
り
、
都
度
、
鵤
荘
役
人
が
「
詫
言
」
に
赴
い
て
、
金
銭
を
御
着
奉

行
に
支
払
い
、
免
除
を
得
る
と
い
う
行
為
が
散
見
さ
れ
る
。

「
八
徳
山
三
合
米
」
と
は
、「
除
災
祈
祷（

（1
（

」
に
関
す
る
段
銭
の
よ
う

で
、「
八
徳
山
八
葉
寺
」
と
い
う
天
台
宗
寺
院
が
姫
路
に
現
存
す
る

こ
と
か
ら
、
播
磨
国
に
関
す
る
役
と
推
察
さ
れ
る
。

②
春
と
秋
の
段
銭

文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
八
月
日
に
「
御
君
」（
赤
松
義
村
ヵ
）

よ
り
「
秋
段
銭
」
の
「
配
符
」
が
あ
り
、「
奉
行
」
へ
「
礼
二
百
文
」

が
支
払
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
奉
行
が
御
着
の
奉
行
を
指
す

か
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
八
月
三
日

条
の
「
秋
段
銭
」
が
賦
課
さ
れ
た
際
は
、「
小
寺
方
エ
一
貫
文
、
薬

師
寺
方
エ
一
貫
文
」
が
支
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
春
の
段
銭
も
同
様
で
あ
る
。

永
正
八
年
三
月
の
「
春
段
銭
」
が
賦
課
さ
れ
た
際
に
は
、
や
は
り

「
小
寺
方
エ
一
貫
文
、
薬
師
寺
方
エ
一
貫
文
」
が
免
除
の
礼
に
支
払

わ
れ
た
。
以
降
、
小
寺
・
薬
師
寺
氏
へ
礼
銭
を
支
払
っ
て
、
免
除
を

請
け
る
と
い
う
行
為
が
永
正
十
年
頃
ま
で
つ
づ
き
、
大
永
六
年
（
一

五
二
六
）
の
春
・
秋
段
銭
賦
課
免
除
の
記
事
を
最
後
に
行
わ
れ
な
く

な
る
。

③
「
苽
夫
役
」
免
除　

文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
六
月
、室
町
将
軍
に
苽
を
運
ぶ
際
の
「
苽

夫
」
が
賦
課
さ
れ
、「
沙
汰
人
中
方
」
が
派
遣
さ
れ
、「
小
寺
方
へ
百

疋
」
を
渡
し
「
落
居
」
す
る
。

【
史
料
②
】

一
、�

文
亀
元
年
六
月
、
苽
夫
配
封
被
入
、
沙
汰
人
中
方
ニ
テ
侘
言
、

小
寺
方
へ
」
百
疋
、
小
納
所
五
十
疋
、
岸
ニ
廿
疋
、
以
上
此

分
落
居
、
但
松
泉
院
殿
」
御
代
ニ
ハ
禮
物
ま
て
も
ナ
キ
様
ニ

小
寺
方
状
ニ
見
え
タ
リ
、
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御
着
に
い
る
段
銭
奉
行
人
は
小
寺
氏
の
他
に
「
薬
師
寺
方
」
が
見

え
、「
御
着
両
奉
行
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
赤
松
氏
の
段
銭
奉
行

は
両
奉
行
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
の
「
苽
夫
」
の
賦

課
・
免
除
に
関
し
て
は
、
薬
師
寺
氏
は
現
れ
ず
、
小
寺
氏
の
み
で
あ

る
。享

禄
四
年
（
一
五
三
一
）
八
月
に
も
「
小
寺
方
」
よ
り
「
瓜
持
人

夫
」
役
が
賦
課
さ
れ
て
お
り
、
薬
師
寺
氏
の
姿
を
見
る
こ
と
は
出
来

な
い
。

「
八
徳
山
三
合
米
」
や
「
春
段
銭
」・「
秋
段
銭
」
等
の
段
銭
免
除

の
際
は
「
小
寺
方
」・「
薬
師
寺
方
」
と
の
記
載
が
見
え
る
が
、
将
軍

役
で
あ
る
「
苽
夫
」
に
関
し
て
は
小
寺
氏
の
み
が
現
れ
る
。「
苽
夫
」

に
関
し
て
は
小
寺
氏
が
担
当
窓
口
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
。薬

師
寺
氏
と
小
寺
氏
で
は
、
同
じ
段
銭
奉
行
で
も
、
役
割
が
違
っ

て
い
た
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
永
正
十
八
年
（
一
五

二
一
）
頃
に
薬
師
寺
氏
は
没
落
（『
姫
路
市
史（

（1
（

』）
す
る
た
め
か
、
薬

師
寺
氏
に
関
す
る
史
料
は
乏
し
く
、
詳
細
は
現
段
階
詰
め
切
れ
て
い

な
い
。

大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
も
「
苽
夫
」
役
が
賦
課
さ
れ
る
が
「
然

ニ
当
庄
者
免
除
間
、禮
ニ
サ
エ
不
被
及
」
と
鵤
荘
は
礼
銭
を
払
わ
ず
、

以
後
「
苽
夫
」
役
に
つ
い
て
の
記
事
は
消
え
る
。

野
田
泰
三
氏（

（1
（

は
「
戦
国
期
に
お
い
て
守
護
（
御
着
納
所
）・
守
護

代
間
で
（
段
銭
の
）
徴
収
の
分
化
」
が
さ
れ
、「
御
着
納
所
に
よ
る

賦
課
」
が
「
守
護
役
」、「
臨
時
段
銭
・
棟
別
」
や
「
幕
府
か
ら
賦
課

さ
れ
る
国
役
段
銭
」、「
八
徳
山
三
合
米
や
仁
王
講
な
ど
の
祈
祷
・
仏

事
」、「
赤
松
氏
菩
提
寺
や
居
館
・
政
庁
の
造
営
」
費
の
賦
課
・
徴
収

を
御
着
段
銭
奉
行
の
役
割
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

改
め
て
調
査
し
て
み
る
と
文
亀
元
年
二
月
の「
坂
元
堀
普
請
人
夫
」

役
に
つ
い
て
「
国
中
衛
配
封
入
」
っ
た
際
は
、「
坂
元
衛
罷
出
、
諸

役
免
除
由
堅
侘
言
候
」を
し
、「
浦
上
方
へ
百
疋
、阿
保
方
へ
五
十
疋
、」

を
贈
り
、
御
着
納
所
に
赴
い
た
様
子
は
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
に
「
御
屋
形
御
主
殿
英
賀

津
新
造
為
要
脚
」
が
臨
時
に
課
さ
れ
た
時
は
、
一
部
欠
落
が
あ
り
詳

細
は
読
み
と
れ
な
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
「
喜
多
殿
」
か
ら
と
あ
り
、

御
着
か
ら
の
賦
課
徴
収
と
は
考
え
が
た
い
。

明
応
六
年
（
一
四
九
七
）
五
月
に
、「
蟲
喰
」
の
被
害
が
甚
大
の

た
め
、「
府
中
惣
社
諸
山
申
被
付
仁
王
［（
講
）　

］」
執
行
」
が
命
じ

ら
れ
た
際
は
、「
坂
元
罷
出
侘
言
申
」
と
あ
り
、
同
時
に
「
浦
上
方

へ
百
疋
罷
出
、
阿
保
方
へ
百
疋
、」
を
贈
っ
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
。

天
文
五
年（
一
五
三
六
）八
月
に
、「
国
中
臨
時
反
銭
配
符
」が
あ
っ
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た
際
は
、「
小
奉
行
石
田
大
炊
助
」
が
「
従
屋
形
」
の
命
令
で
賦
課

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
に
「
種
々
御
侘
言
申
候
」
を
し
た
と
あ

る
。
石
田
大
炊
助
は
赤
松
義
村
の
奉
行
人
で
あ
り
、
天
文
五
年
の
臨

時
段
銭
賦
課
も
御
着
の
奉
行
よ
り
賦
課
さ
れ
た
も
の
と
は
確
認
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

御
着
の
段
銭
奉
行
が
賦
課
・
徴
収
す
る
段
銭
と
坂
本
で
賦
課
・
徴

収
さ
れ
る
段
銭
と
に
は
違
い
が
あ
り
分
化
は
見
ら
れ
る
が
、
赤
松
氏

の
居
館
・
政
庁
に
関
す
る
段
銭
や
、
国
の
祈
祷
に
関
す
る
特
に
臨
時

の
段
銭
は
守
護
の
中
枢
機
関
が
あ
る
場
所
や
赤
松
氏
当
主
の
側
近
か

ら
発
せ
ら
れ
る
た
め
、
少
な
く
と
も
「
引
付
」
の
中
で
は
「
御
着
納

所
」
の
役
割
と
し
て
評
価
は
出
来
な
か
っ
た
。

ま
と
め
る
と
御
着
の
段
銭
奉
行
が
、
賦
課
す
る
段
銭
の
内
容
は
①

「
八
徳
山
三
合
米
」（
除
災
祈
祷
）
②
「
苽
夫
」（「
瓜
持
人
夫
」）
③

春
と
秋
の
段
銭
に
主
に
絞
ら
れ
る
。
恒
常
的
に
賦
課
さ
れ
る
幕
府
や

守
護
役
に
関
す
る
段
銭
の
徴
収
を
担
当
し
て
お
り
、鵤
荘
役
人
が「
詫

言
」
に
赴
い
て
、
金
銭
を
御
着
奉
行
に
支
払
い
免
除
を
得
る
と
い
う

行
為
が
常
態
化
し
、小
寺
氏
の
得
分
と
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。

臨
時
的
に
賦
課
さ
れ
る
も
の
は
守
護
の
中
枢
機
関
よ
り
賦
課
さ
れ
て

お
り
、
守
護
の
中
枢
と
守
護
機
構
の
末
端
で
あ
る
段
銭
奉
行
の
間
で

も
役
割
が
分
化
さ
れ
、
播
磨
国
に
関
す
る
段
銭
の
す
べ
て
を
御
着
の

段
銭
奉
行
は
と
り
扱
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。【
表

①
】ま

た
、
御
着
の
段
銭
奉
行
の
中
で
も
小
寺
氏
・
薬
師
寺
氏
そ
れ
ぞ

れ
で
役
割
が
更
に
分
化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
将
軍
に
瓜
を
贈

る
際
の
「
苽
夫
」（「
瓜
持
人
夫
」）
に
関
し
て
は
小
寺
氏
の
み
が
担

当
を
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、こ
れ
ら
の
段
銭
は
、永
正
十
年
（
一
五
一
三
）
以
降
、徐
々

に
御
着
納
所
か
ら
賦
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
伴
い
、

免
除
の
た
め
に
常
態
化
し
て
い
た
鵤
荘
か
ら
の
礼
銭
払
い
も
「
守
護

不
入
の
地
」
で
あ
る
こ
と
を
楯
に
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
来
る
。
こ
の

背
景
に
は
守
護
の
弱
体
化
が
考
え
ら
れ
る
。「
守
護
不
入
の
地
」
に

対
し
て
、
守
護
が
国
の
統
治
者
と
し
て
そ
の
権
力
を
発
揮
し
よ
う
と

し
て
も
、
何
の
効
力
も
持
て
な
く
な
り
拒
ま
れ
、
介
入
が
出
来
な
く

な
り
は
じ
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
十

六
世
紀
の
初
頭
ま
で
守
護
は
絶
対
的
な
公
権
力
と
し
て
機
能
出
来
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
守
護
権
力
の
機
関
で
あ
る
段
銭
奉
行
も
「
守
護

不
入
の
地
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
鵤
庄
に
現
れ
る
こ
と
が
出
来
た

の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
守
護
の
末
端
と
し
て
活
動
し
て
い
た
小
寺
氏
は
、
赤
松
氏

の
段
銭
奉
行
と
し
て
課
役
賦
課
や
免
除
の
ほ
か
に
、
赤
松
氏
機
構
の
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【
表
①
】『
鵤
荘
引
付
』
ま
と
め

年
　
月
　
日

段
銭
賦
課
の
名
目

詫
に
出
た
人

詫
言
先

詫
　
言
　
の
　
内
　
容

１
４
３
３
永
享
５
５
晦
日
兵
庫
嶋
堀

延
願
坊
内
山
方
坂
本

小
河
殿
へ
榼
２
・
素
麺
１
貫
文
分
・
苽
30
、
上
原
方
へ
料
足
２

貫

※
侘
言
は
難
渋

１
４
９
７
明
応
６
５

―

仁
王
講
の
た
め
の
段

銭

　

―

坂
元

（
坂
本
）
正
物
５
貫
文
に
て
落
居

虫
害
の
た
め
、
府
中
惣
社
・
諸
山
に
命
令

あ
り

浦
上
方
へ
１
０
０
疋
、
阿
保
方
へ
１
０
０
疋
、
芦
田
50
疋
、
浦

上
新
三
郎
に
30
疋

１
５
０
０
明
応
９
12

―

八
徳
山
三
合
米

沙
汰
人
中
方

御
着

１
貫
文
御
着
両
奉
行　

小
寺
方
・
薬
師
寺
方
へ
礼
、
５
０
０
文

小
納
所
礼
、
２
０
０
文
岸
方
、
２
０
０
文
お
後
世
方
礼
、
20
文

読
賃
縄
代
、
３
０
０
文
使
者
日
別

御
着
両
奉
行

１
５
０
１
文
亀
元

２

―

坂
元
堀
普
請
人
夫
　

―

坂
元

浦
上
方
へ
１
０
０
疋
、
阿
保
方
へ
50
疋
、
中
村
与
三
郎
兵
衛
50

疋
、
芦
田
１
０
０
疋　

奏
者（
取
次
）た
る
間
備
中
方
へ
50
疋

10
日
ば
か
り
の
ち
に
阿
保
方
よ
り
書
状
に

て
ま
た
違
乱
が
あ
り
無
力
百
疋
を
遣
わ
す

６

―

瓜
夫

沙
汰
人
中
方

（
御
着
）
小
寺
方
へ
１
０
０
疋
、
小
納
所
50
疋
、
岸
に
20
疋

但
し
松
泉
院（
赤
松
政
則
）殿
御
代
ニ
ハ
礼

物
ま
て
も
ナ
キ
様
に
ニ
少
寺（
小
寺
ヵ
）方

状
ニ
見
エ
タ
リ

８

―

秋
反
銭

中
方

御
着

御
着
奉
行
へ
３
貫
２
０
０
文
礼
、
２
０
０
文
お
後
世
方
礼
、
２

０
０
文
額
田
方
、
１
５
０
文
沙
汰
人
粮
物
、
20
文
配
符
一
宿

―

１
５
１
１
永
正
８

３

―

春
段
銭

内
山
方

（
御
着
）
奉
行　

小
寺
方
へ
１
貫
文
、
岸
方
へ
２
０
０
文
、
一
宿
20
文
、

役
人
雑
用
１
５
０
文

―

６

―

瓜
夫

内
山
方

（
御
着
）
奉
行
方（
御
着
ヵ
）　

一
貫
５
０
０
文
、
岸
方
へ
２
０
０
文
、
沙

汰
人
日
別
１
５
０
文
、
配
符
一
宿
20
文

―

８
３

秋
段
銭

内
山
方

（
御
着
）
小
寺
方
へ
１
貫
文
、
薬
師
寺
方
へ
１
貫
文
、
小
納
所
三
人
方
へ

１
貫
文
、
岸
方
へ
２
０
０
文
、
配
符
一
宿
20
文
、
役
人
雑
用
１

５
０
文

―

８
３

八
徳
山
三
合
米

内
山
方

（
御
着
）
秋
段
銭
と
同
時
に
礼

―

11
朔
日
徳
政
令

　

―

　

―
　

―

下
野
守（
赤
松
政
秀
）・
小
寺
ノ
加
賀
守
、

弘
山
宿
に
札
打
つ

１
５
１
２
永
正
９

４
６

京
都
よ
り
臨
時
段
銭　

―

（
幕
府
）
公
儀
へ
２
貫
文

―

３
５

春
段
銭

中
小
三
郎
方

（
御
着
）
嘉
例
礼
物
と
し
て
２
・
３
ヶ
所（
御
着
両
奉
行
、小
納
所
３
人
ヵ
）

へ
３
貫
文
、
２
０
０
文
取
次
方
、
１
５
０
文
沙
汰
人
日
別

―

６
12

瓜
夫

内
山
新
三
郎
方
（
御
着
）
１
宿
20
文
、
礼
物
１
貫
５
０
０
文
、
２
０
０
文
取
次
方
、
沙
汰

人
日
別
１
５
０
文

―
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末
端
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
地
域
に
果
た
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
次
は
、
小
寺
氏
発
給
文
書
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
。

第
二
節　

守
護
奉
行
人
と
し
て
の
小
寺
氏

「
引
付
」
の
中
に
見
ら
れ
た
小
寺
氏
の
初
見
は
、
明
応
九
年
で
あ

る
が
、
小
寺
氏
の
発
給
文
書
を
整
理
す
る
と
そ
の
活
動
は
、
文
明
七

年
（
一
四
七
五
）
ま
で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
。【
史
料
③
】
内
容
は

播
磨
国
九
条
家
領
に
対
す
る
臨
時
課
役
等
を
免
除
す
る
も
の
で
、
こ

の
頃
か
ら
赤
松
氏
の
段
銭
奉
行
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
が
、
ど
こ
を
拠
点
と
し
て
い
た
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

年
　
月
　
日

段
銭
賦
課
の
名
目

詫
に
出
た
人

詫
言
先

詫
　
言
　
の
　
内
　
容

１
５
１
２
永
正
９
８
３

秋
段
銭

中
小
三
郎
方

（
御
着
）
１
宿
20
文
、
嘉
例
礼
物
と
し
て
小
寺
方
１
貫
文
・
薬
師
寺
方
１

貫
文
・
小
納
所
方
１
貫
文

―

８
３

瓜
夫

中
小
三
郎
方

（
御
着
）
秋
段
銭
と
同
じ
く
礼
物
１
貫
５
０
０
文
、
沙
汰
人
日
別
１
５
０

文

―

１
５
１
７
永
正
14
―

―

春
段
銭
＋
赤
松
の
宝

林
寺
山
門
の
段
銭

―

―

悉
く
を
以
て
免
除

赤
松
義
村
御
代
継
目
と
し
て
、
当
庄
国
役

免
除
の
御
判
あ
り

１
５
２
２
大
永
２
２
２

御
曹
司
御
代
初

―

―

守
護
不
入
の
在
地
と
し
て
断
る

御
屋
形
様
之
触
口
と
し
て

４
27

御
曹
司
御
代
初

―

―

守
護
不
入
の
在
地
と
し
て
断
る

御
屋
形
様
之
二
番
ノ
中
間
新
左
衛
門
が
来
る

１
５
２
６
大
永
６
３
３

段
銭

沙
汰
人
実
報
寺

与
三
左
衛
門
方

―

例
年
の
よ
う
に
礼
物
３
０
０
疋
と
一
宿
20
文

―

瓜
夫

―

―

当
庄
免
除
、
礼
物
も
別
に
な
し

―

秋
段
銭

実
報
寺
与
三
左

衛
門
方

（
御
着
ヵ
）
一
宿
20
文
、
同
じ
く
礼
物
３
０
０
文

―

臨
時
段
銭

実
報
寺
与
三
左

衛
門
方

（
置
塩
ヵ
）
一
宿
20
文
、
同
じ
く
礼
物
３
０
０
文

赤
松
義
則
殿
の
百
年
忌
の
た
め
高
野
山
に

赤
松
院
を
造
営
の
た
め

１
５
２
９
享
禄
２
11

―

臨
時
段
銭

―

（
置
塩
ヵ
）
本
来
守
護
不
入
に
つ
き
種
々
の
礼
物
に
て
落
居

御
屋
形
御
主
殿
英
賀
津
新
造
要
脚

喜
多
野
殿（
赤
松
年
寄
衆
）が
懸
け
ら
れ
る

１
５
３
０
享
禄
３
４

―

国
別
棟
別
銭

―

―

免
除
ヵ

―

１
５
３
１
享
禄
４
８

―

瓜
夫

―

（
御
着
ヵ
）
免
除
ヵ

小
寺
方
よ
り
催
促

１
５
３
６
天
文
６
８

―

国
中
臨
時
段
銭

―

（
置
塩
）
種
々
詫
び
言
に
よ
り
免
除

小
奉
行
の
石
田
大
炊
助
よ
り
催
促

従
御
屋
形
可
被
召
之
通
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【
史
料
③
】

　
　
（
端
裏
書
）

　
　
　
「
正
文
浦
上
方
仁
在
之
」

�

九
条
殿
御
家
領
播
州
田
原
庄
・
同
寺
院
并
安
田
庄
・
蔭
山
庄
等
段

銭
・
人
夫
・
臨
時
之
課
役
已
下
可
為
免
除
旨
、
去
廿
日
御
奉
書
如

此
候
、
如
先
々
可
然
様
可
被
仰
付
由
候
、
恐
々
謹
言

　
（
文
明
七
）

　
　
　

三
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

則
職
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祐
貞
判

　
　
　
　

浦
上
美
濃
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　

御
宿
所

連
署
人
は
赤
松
家
年
寄
の
上
原
祐
貞
で
あ
る
。
段
銭
に
関
す
る
文

書
に
も
関
わ
ら
ず
小
寺
氏
の
単
署
で
は
な
く
、
上
原
氏
と
の
連
署
状

で
あ
る
の
は
、「
臨
時
課
役
」
が
免
除
対
象
に
入
っ
て
い
る
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。「
臨
時
課
役
」
の
賦
課
や
免
除
は
守
護
機
構
の
中
枢

か
ら
発
さ
れ
、
段
銭
奉
行
が
担
っ
た
様
子
が
な
い
こ
と
が
「
引
付
」

で
見
え
た
。
ほ
か
の
荘
園
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
臨

時
課
役
」
の
発
給
主
体
は
上
原
氏
で
あ
っ
て
、
上
原
氏
と
の
連
署
を

以
て
、
免
除
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

下
っ
て
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
頃
に
な
る
と
小
寺
祐
職
が
現
れ

る
。赤

松
氏
奉
行
人
の
芦
田
友
興
と
肥
塚
雅
樂
助
へ
の
九
条
家
領
に
対

す
る
「
違
乱
停
止
」
を
求
め
る
奉
書
や
「
諸
公
事
・
人
夫
・
段
銭
以

下
」
を
免
除
す
る
旨
を
記
し
た
奉
書
の
発
給（

（1
（

を
行
っ
て
い
る
。
肥
塚

雅
楽
助
と
小
寺
祐
職
と
の
関
係
性
は
現
段
階
関
連
文
書
が
見
ら
れ
な

い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
祐
職
が
諸
公
事
な
ど
を
免
除
し
た
の

は
明
応
四
年
六
月
二
十
五
日
付
の
九
条
家
雑
掌
に
宛
て
た
芦
田
友
興

と
の
奉
書
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
は
姫
路
の
称
名
寺
（
正
明
寺
）
に
宛

て
た
寄
進
状
な
ど（

（1
（

で
あ
る
。
同
時
期
に
薬
師
寺
氏
と
難
渋
し
て
い
る

秋
段
銭
催
促
を
行
っ
て
い
る
の
は
小
寺
則
職
の
た
め
、「
御
着
両
奉

行
」
の
一
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
小
寺
氏
は
こ
の
時
期
、
則
職
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
あ
と
大
永
四
年
頃
（
一
五
二
四
）
に
至
る
ま
で
、
基
本
、
小

寺
氏
の
発
給
文
書
は
、
段
銭
に
関
す
る
も
の
が
大
部
分
を
占
め
、
連

署
状
及
び
奉
書
が
目
立
つ
。
段
銭
免
除
や
催
促
地
と
し
て
見
ら
れ
た

の
は
、
田
原
荘
〔
田
原
荘
内
の
寺
院
含
〕・
蔭
山
荘
（
千
草
村
、
多

田
村
、
山
田
村
）〔
神
崎
郡
〕、
安
田
荘
〔
多
可
郡
〕、
伊
和
西
〔
飾

西
郡
〕
な
ど
と
播
磨
国
中
に
渡
り
、
段
銭
奉
行
と
し
て
の
権
限
は
広

域
に
及
ん
で
い
た
。

小
寺
氏
は
「
段
銭
賦
課
権
を
媒
介
に
支
配
を
拡

（
（1
（1
（1
（

大
」
し
て
い
っ
た
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と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
小
寺
氏
か
ら
の
軍
勢
催
促
な
ど
は
段
銭
が

賦
課
免
除
さ
れ
た
同
域
に
は
確
認
で
き
ず
、
段
銭
奉
行
と
し
て
拠
点

を
置
い
て
い
た
御
着
近
郊
で
も
こ
の
時
期
、
安
堵
状
や
禁
制
を
発
給

し
た
の
は
守
護
赤
松
氏
や
浦
上
氏
な
ど
で
あ
っ
た
【
表
②
】【
表
③
】。

野
田
氏
の
評
価
に
は
も
う
少
し
検
討
を
加
え
る
余
地
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、「
引
付
」
の
中
に
は
「
小
寺
加
賀
守
」
が
、
鵤
荘
に

隣
接
す
る
「
弘
山
宿
」
に
西
播
磨
守
護
代
の
「
赤
松
下
野
守
」
と
徳

政
札
を
立
て
た
と
い
う
事
例
が
確
認
出
来
る
。

【
史
料
④
】

一
、�

永札

之

在

判

　

下

野

守

　

小

寺

ノ

加

賀

守

正
八
年
（
一
五
一
一
）
十
一
月
朔
日
、
御
成
敗
而
当
国
徳

政
行
候
、」
則
内
山
宿
仁
被
打
札
畢
、
其
文
言
云
ク
、
於
舊

借
銭
者
悉
以
」
奇
破
并
年
内
借
銭
中
現
負
物
仁
於
者
有
十
分

［　
　

］
事
、」
将
又
信
貴
講
頼
支
等
一
圓
被
破
畢

「
御
成
敗
而
当
国
徳
政
行
候
」
と
あ
る
の
で
赤
松
守
護
氏
か
幕
府

の
命
令
を
奉
じ
て
の
発
令
と
見
ら
れ
る
が
、
発
布
に
い
た
っ
た
背
景

は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。

内
容
と
し
て
、

①�

古
い
借
金
は
す
べ
て
無
効
（
永
正
八
年
以
前
に
し
た
借
金
は
す

べ
て
無
効
）。

②�

年
内
の
借
金
や
「
現
負
物
」（
今
持
っ
て
い
る
借
金
）
に
つ
い

て
は
「
有
十
分
［　
　

］
事
」
で
削
れ
て
い
る
が
十
分
の
い
く

つ
か
に
減
額
し
て
も
よ
い
と
い
う
よ
う
な
文
言
が
あ
る
か
と
推

測
さ
れ
る
。

【
史
料
④
】
が
西
播
磨
守
護
代
と
鵤
荘
内
に
被
官
人
を
持
っ
た
近

隣
の
領
主
と
の
連
署
で
は
な
く
、
御
着
を
拠
点
と
す
る
「
小
寺
ノ
加

賀
守
」
と
の
連
署
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
小
寺
氏
が
幕
府
や

守
護
役
を
広
域
的
に
賦
課
・
徴
収
・
免
除
す
る
段
銭
奉
行
で
あ
る
た

め
署
名
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
段
銭
奉
行
で
あ
る
薬
師

寺
氏
の
署
名
は
見
ら
れ
な
い
。
現
段
階
、
小
寺
氏
及
び
薬
師
寺
氏
が

署
名
を
し
た
徳
政
札
の
事
例
を
ほ
か
に
確
認
出
来
て
お
ら
ず
、
判
断

は
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
、「
小
寺
ノ
加
賀
守
」
の
判
が

あ
る
こ
と
に
鵤
荘
一
帯
で
は
効
力
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

更
に
、
永
正
十
一
年
（
一
五
一
四
）
二
月
十
三
日
、「
京
都
」
よ

り
の
「
御
成
敗
」
で
「
東
保
村
」
に
あ
る
「
一
向
宗
念
仏
道
場
」
が

悉
く
検
断
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
る
。
こ
の
処
遇
を
巡
り
、
小
寺
氏
が

絡
ん
で
い
る
。

「
東
保
村
」で
行
わ
れ
た
検
断
は
大
規
模
に
行
わ
れ
て
お
り
、以
下
、

内
容
を
簡
潔
な
が
ら
ま
と
め
て
み
た
。

①�
「
東
保
村
」
に
あ
る
「
一
向
宗
念
仏
道
場
」
が
「
先
例
」
に
任

せ
「
検
断
」
さ
れ
る
。
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【
表
②
】
小
寺
氏
発
給
文
書
一
覧

年
　
月
　
日

資
料
名

差
　
出

宛
　
所

内
　
　
容

書
留
文
言

出
　
典

147503026
文
明
７
年

３
26
上
原
祐
貞
・
小
寺
則
職

連
署
施
行
状
案

則
職　

判
、
祐
貞　

判

浦
上
美
濃
守（
美
作
守
ヵ
）殿　

御
宿
所

段
銭
・
人
夫
・
臨
時
課
役
免
除

恐
々
謹
言

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
8

148402005

文
明
16
年

２
５
赤
松
家
老
臣
連
署
書
状

案

明
石
与
四
郎　

祐
実
、
依
藤　

弥
三
郎
、
中
村
駿
河
守　

祐

友
、
小
寺
藤
兵
衛
尉　

則
職
、

浦
上
美
作
守　

則
宗

蜷
川
新
右
衛
門
尉（
蜷
川
親

元
）

赤
松
政
則
没
後
、
慶
寿
丸（
有
馬
則

秀
子
）に
家
督
を
相
続
さ
せ
て
ほ
し

い
こ
と

恐
惶
謹
言

蜷
川
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

148508011

文
明
17
年

８
21
櫛
橋
則
伊
・
小
寺
則
職

連
署
書
状

則
職（
花
押
）、
則
伊（
花
押
）
八
正
寺
行
事
坊　

御
返
報

軍
勢
催
促

恐
々
謹
言

松
原
八
幡
宮

神
社
文
書

姫
路
市
史
9
巻

149506025

明
応
４
年
ヵ
６
25
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
奉

行
人
連
署
奉
書

友
興（
葦
田
友
興
）（
花
押
）、

祐
職（
花
押
）

肥
塚
雅
楽
助
殿

押
領
停
止

仍
執
達
如
件

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

149506025

明
応
４
年

６
25
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
奉

行
人
連
署
奉
書

友
興（
花
押
）、
祐
職（
花
押
）
御
雑
掌

段
銭
・
人
夫
・
諸
公
事
以
下
免
除

仍
執
達
如
件

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

149512001

明
応
４
年

12
１
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
奉

行
人
書
下
案

則
職　

判
、
貴
能(

薬
師
寺

貴
能
）

牛
尾
左
京
進
殿
、
垣
屋
三
郎

次
郎
殿

秋
段
銭
催
促

仍
状
如
件

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

149512001

明
応
４
年

12
１
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
奉

行
人
書
下
案

則
職　

判
、
貴
能(

薬
師
寺

貴
能
）

薬
師
寺
弥
四
郎
殿
、
平
位
新

左
衛
門
尉
殿

秋
段
銭
催
促

仍
状
如
件

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

149707006

（
明
応
６
）

７
６
小
寺
祐
職
書
状

祐
職（
花
押
）

浦
上
殿　

ま
い
る　

御
返
報
称
明
寺
領
下
地
に
置
い
て
い
た
庶

務
を
撤
去
さ
せ
る
こ
と

恐
々
謹
言

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

149707006

（
明
応
６
）

７
６
小
寺
祐
職
書
状

祐
職（
花
押
）

浦
上
殿　

ま
い
る　

御
返
報
国
衙
の
内
称
名
寺
領
の
下
地
返
付

恐
々
謹
言

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

149710013

（
明
応
６
）

10
13
小
寺
祐
職
書
状

祐
職（
花
押
）

小
桂
院　

御
住
所

称
明
寺
の
こ
と
に
つ
い
て
申
分
は

あ
る
が
ま
ず
は
同
心
し
た
こ
と

恐
々
謹
言

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999911026

（
明
応
年
頃
ヵ
）
11
26
小
寺
祐
職
書
状

祐
職（
花
押
）

正
明
寺　

床
下

平
野
内
六
反
田
を
寄
進
す
る

恐
々
謹
言

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999911007

（
明
応
年
ヵ
）
11
７
播
磨
国
守
護
赤
松
氏
奉

行
人
連
署
状

則
職（
花
押
）、
貴
能（
薬
師

寺
貴
能
）（
花
押
）

白
川（
白
川
富
秀
）殿
御
返
報
諸
課
役
免
除

恐
々
謹
言

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

999912013

（
明
応
年
ヵ
）
12
13
小
寺
則
職
書
状
案

則
職　

判

上
原
対
馬
守（
上
原
祐
貞
）殿
、

堀
出
雲
守（
堀
英
世
）殿　

御

返
報

段
銭
の
こ
と
詳
細
を
承
る

恐
々
謹
言

九
条
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

999903018

（
文
亀
２
年

（
１
５
０
２
）以
前
）
３
18
小
寺
則
職
書
状

則
職　

在
判

櫛
橋
殿　

御
宿
所

野
州（
赤
松
村
秀
）よ
り
の
命
令
で

押
領
停
止

恐
々
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

999907026

（
文
亀
２
年

（
１
５
０
２
）以
前
）
７
26
小
寺
則
職
書
状

則
職

勘
解
由
左
衛
門
尉（
小
寺
祐

職
）殿　

進
之
候

所
司
代（
浦
上
則
宗
）の
書
状
を
以

て
厳
密
に
命
令
し
た
こ
と

恐
々
謹
言

真
珠
庵
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

150301028

文
亀
３
年

１
28
小
寺
則
職
書
状
案

小
寺
加
賀
守　

則
職
判

中
村
左
京
亮（
中
村
則
貞
）殿　

御
宿
所

前
々
の
よ
う
に
寺
役
な
ど
を
沙
汰

す
る
よ
う
命
じ
る

恐
々
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７
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年
　
月
　
日

資
料
名

差
　
出

宛
　
所

内
　
　
容

書
留
文
言

出
　
典

150302021

文
亀
３
年

２
21
小
寺
則
職
書
状
案

則
職　

在
判

中
村
左
京
亮
殿　

御
返
報

支
証
を
拝
見
し
、
公
事
を
命
じ
た

こ
と

恐
々
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

150303010
文
亀
３
年

３
11
小
寺
則
職
書
状

則
職（
花
押
）

浦
上
紀
太
郎（
浦
上
祐
宗
）殿　

御
返
報

子
細
を
よ
く
よ
く
訊
ね
て
、
命
じ

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と

恐
々
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

152406026

大
永
４
年

６
26
小
寺
村
職
請
文

小
寺
藤
兵
衛
尉　

村
職（
花

押
）

竹
内
宮
内
権
大
輔
殿　

ま
い

る

公
用
を
納
め
る
よ
う
命
じ
る

仍
請
文
状
如

件

久
我
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
８

152911020

享
禄
２
年

11
20
小
寺
村
職
感
状

村
職（
花
押
）

上
月
又
六
殿　

御
宿
所

感
状

恐
々
謹
言

上
月
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

999903019

（
天
文
年
以
前
）
３
19
小
寺
村
職
感
状

村
職（
花
押
）

上
月
左
近
将
監
殿　

御
宿
所
感
状

恐
々
謹
言

上
月
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

153611015

天
文
５
年

11
15
小
寺
則
職
安
堵
状
案

小
寺
加
賀
守　

則
職（
花
押
）
魚
住
周
防
守
殿

知
行
安
堵

―

魚
住
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

153811004

天
文
７
年

11
４
櫛
橋
村
貞
・
小
寺
祐
職

連
署
書
状

祐
職（
花
押
）、
村
貞（
櫛
橋

村
貞
）（
花
押
）

白
国
与
次
郎
殿　

御
宿
所

感
状

恐
々
謹
言

白
国
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

154112010

天
文
10
年

12
10
小
寺
則
職
書
状
案

小
寺
藤
兵
衛　

則
職

当
寺　

衆
徒
御
中

段
銭
・
臨
時
課
役
免
除

恐
々
謹
言

浄
土
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

154412006

天
文
13
年

12
６
小
寺
則
職
判
物

則
職（
花
押
）

野
里
村　

百
姓
中

東
郡
売
場
相
論

仍
状
如
件

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

154512021

天
文
14
年

12
21
小
寺
則
職
判
物

則
職（
花
押
）

野
里
村
鋳
物
師　

五
郎
右
衛

門
男

売
場
・
職
安
堵

仍
状
如
件

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

154812021

天
文
17
年

12
21
小
寺
則
職
判
物

則
職（
花
押
）

野
里
村　

五
郎
右
衛
門
所

軍
勢
催
促

仍
状
如
件

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999901023

（
天
文
年
頃
）
１
23
小
寺
則
職
書
状

小
寺
藤
兵
衛
尉　

則
職（
花

押
）

石
峯
寺　

行
事
御
坊

兵
粮
米
5
石
分
が
届
い
た
こ
と
を

謝
す

恐
々
謹
言

石
峯
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

999905029

（
天
文
年
頃
）
５
29
小
寺
則
職
書
状

小
寺
藤
兵
衛
尉　

則
職（
花

押
）

増
位
山　

行
事
御
坊　

御
同

宿
中

野
里
村
の
掘
出
の
要
脚
を
出
す
よ

う
命
じ
る

恐
々
謹
言

随
願
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

999909022

（
天
文
年
頃
）
９
22
小
寺
則
職
書
状

小
寺
加
賀
守　

則
職（
花
押
）
増
位
山　

行
事
御
坊　

御
同

宿
中

増
位
山
の
普
請
を
命
じ
る

恐
惶
謹
言

瑞
巌
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999912012

（
天
文
年
頃
）
12
12
小
寺
則
職
書
状

小
寺
藤
兵
衛
尉　

則
職（
花

押
）

難
波
備
前
守（
難
波
泰
興
）殿　

御
返
報

相
論
に
な
っ
て
い
る
公
事
の
こ
と

糺
明
す
る
よ
う
書
状
を
預
か
っ
た

こ
と

恐
々
謹
言

白
国
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

156408006

永
禄
７
年

８
６
小
寺
休
夢
書
状

地
蔵
院　

善
慶（
花
押
）

肥
塚
治
部
左
衛
門
尉
殿
、
小
又

左
介
殿
、
栗
野
源
左
衛
門
尉
殿
、

井
口
宗
兵
衛
尉
殿
、
伊
藤
久
兵

衛
尉
殿
、
谷
口
久
右
衛
門
尉
殿
、

谷
口
三
郎
左
衛
門
尉
殿
、
谷
口

与
介
殿
、
水
落
小
六
左
衛
門
尉

殿
、
坂
口
新
左
衛
門
尉
殿　

御

宿
所

増
位
山
に
帰
山
し
迎
合
し
て
く
れ

る
こ
と
を
謝
す

恐
々
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻
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典

156408017

永
禄
７
年

８
17
小
寺
政
職
判
物

政
職（
花
押
）

小
又
左
介
殿
、
肥
塚
治
部
左

衛
門
尉
殿

借
銭
・
借
米
破
棄

仍
状
如
件

広
峯
神
社
文
書
兵
庫
県
史
中
世
２

156408000
永
禄
７
年

８
―
小
寺
休
夢
書
状

善
慶（
花
押
）

肥
塚
治
部
左
衛
門
尉
殿
、
小

又
左
介
殿　

御
宿
所

帰
山
を
喜
び
、
い
っ
そ
う
忠
節
を

求
め
る

恐
々
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻

156709015

永
禄
10
年

９
15
射
楯
兵
主
神
社
拝
殿
棟

札
銘

小
寺
美
濃
守
職
隆（
花
押
）

―

拝
殿
を
復
興

―

播
磨
古
事

播
磨
学
紀
要

156711024

永
禄
10
年

11
24
小
寺
職
隆
書
状

小
美
濃
守　

職
隆（
花
押
）
芥
田
五
郎
右
衛
門
殿　

進
之
候
浄
土
寺
鐘
銘
注
文

恐
々
か
し
く

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史
9
巻

156712023

永
禄
10
年

12
23
小
寺
祐
隆
下
地
売
券

小
寺
官
兵
へ
尉　

祐
隆（
花

押
）

称
名
寺　

ま
い
る

下
地
売
券

―

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

156803002

永
禄
11
年

３
２
小
寺
政
職
判
物

政
職（
花
押
）

金
屋
中

惣
管
職
・
諸
公
事
安
堵

仍
状
如
件

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

156808021

永
禄
12
年

８
21
小
寺
則
職
奉
書
案

小
寺
加
賀
守　

則
職（
花
押
）
魚
住
左
近
大
夫（
魚
住
長
秀
）

殿

知
行
安
堵

仍
執
達
如
件

魚
住
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

156908022

永
禄
12
年

８
22
小
寺
政
職
感
状

政
職（
花
押
）

芥
田
五
郎
右
衛
門
尉（
芥
田

家
久
）と
の
へ

感
状

恐
々
謹
言

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

156908022

永
禄
12
年

８
22
小
寺
政
職
感
状

政
職（
花
押
）

芥
田
善
五
郎
と
の
へ

感
状

恐
々
謹
言

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

157003012

永
禄
13
年

３
12
小
寺
考
隆
借
銭
請
取
状
小
官　

考
隆（
花
押
）

称
名
寺　

ま
い
る

未
納
分
を
受
取
っ
た
こ
と

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999901014

（
永
禄
年
頃
ヵ
）
１
14
小
寺
休
夢
書
状

安
芸
法
印　

善
慶（
花
押
）
ノ
サ
ト
村　

五
郎
衛
門
殿　

ま
い
る　

御
宿
所

先
年
増
位
山
を
堪
忍
し
た
も
の
が

少
々
戻
っ
て
来
た
の
で
家
を
立
て

て
ほ
し
い
こ
と

恐
々
謹
言

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999902005

（
永
禄
年
頃
ヵ
）
２
５
小
寺
職
隆
書
状
写

小
寺
美
濃
守　

職
隆　

御

書
判

四
宮
勝
助
殿　

御
返
報

花
問
や
へ
三
百
疋
の
こ
と
を
承
る

恐
々
謹
言

黒
田
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

999903002

（
永
禄
年
頃
）
３
２
小
寺
職
隆
書
状

小
寺
美
濃
守　

職
隆（
花
押
）
所
司　

肥
塚
治
部
左
衛
門
尉
殿
違
乱
停
止

恐
々
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻

999903002

（
永
禄
年
頃
）
３
２
小
寺
休
夢
書
状

休
夢
斎　

善
慶（
花
押
）

肥
治　

ま
い
る　

御
宿
所

社
務
へ
自
我
な
ど
差
し
返
す
よ
う

命
じ
る

恐
々
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻

999904012

（
永
禄
年
頃
）
４
12
小
寺
政
職
書
状

政
職（
花
押
）

徳
禅
寺　

侍
真　

納
所　

尊
酬
寺
領
田
地
に
つ
い
て
、
給
人
が
公

用
を
無
沙
汰
に
よ
り
興
禅
寺
に
対

し
て
補
任
し
た
こ
と

恐
惶
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

999904012

（
永
禄
年
頃
）
４
12
長
浜
職
秀
・
小
寺
職
隆

連
署
状

職
隆（
花
押
）・
職
隆（
花
押
）
徳
禅
寺　

侍
真　

納
所　

尊
回
公
用
が
無
沙
汰
で
あ
っ
た
の
で
、

興
禅
寺
が
補
任
さ
れ
た
こ
と
を
追

認

恐
惶
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

999904021

（
永
禄
年
頃
）
４
21
小
寺
政
職
書
状

政
職（
花
押
）

徳
禅
寺　

納
所　

ま
い
る　

尊
報
寺
領
寺
田
村
に
御
使
僧
が
旧
冬
以

来
逗
留
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て

困
っ
て
い
る
こ
と

恐
惶
謹
言

大
徳
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
７

999905010

（
永
禄
年
頃
）
５
10
小
寺
職
隆
書
状

小
寺
美
濃
守　

職
隆（
花
押
）
所
司　

肥
塚
治
部
左
衛
門
尉
殿
軍
勢
催
促

恐
惶
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻
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典

999908009
（
永
禄
年
頃
）
８
９
小
寺
政
職
書
状

小
寺
政
職（
花
押
）

梶
原
猪
右
衛
門
殿　

御
宿
所
兵
糧
料
所
と
し
て
契
約
す
る
の
で

庶
務
を
全
う
す
る
よ
う
命
じ
る

恐
々
謹
言

加
須
屋
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

999908013

（
永
禄
年
頃
ヵ
）
８
13
小
寺
職
隆
書
状
写

職
隆　

御
書
判

―

御
知
行
の
多
田
・
八
千
草
の
こ
と

承
り
、
小
寺
政
職
の
こ
と
は
疎
か

に
し
な
い

恐
々
謹
言

黒
田
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

999911006

（
永
禄
年
頃
ヵ
）
11
６
小
寺
職
隆
書
状
写

小
美
職
隆　

御
書
判

祝
融（
岡
本
周
登
）、
鳥
安（
鳥

居
安
芸
守
）、
四
勝（
四
宮
勝

助
）　

御
宿
所

日
損
・
風
損
・
錯
乱
が
あ
っ
て
も

早
く
納
め
る
よ
う
命
じ
る

恐
惶
謹
言

黒
田
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

157209013

元
亀
３
年

９
13
黒
田
孝
高
起
請
文
写

小
寺
官
兵
衛
尉　

孝
隆　

御
血
判

難
波
弥
左
衛
門
尉
殿
、
小
南

与
三
殿
、
四
宮
権
助
殿
、
垣

屋
太
郎
大
夫
殿

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
見

放
さ
な
い
こ
と
を
誓
う

仍
而
起
請
如
件
黒
田
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

999911016

（
元
亀
年
間
）
11
16
小
寺
職
隆
書
状
写

小
寺
美
濃
守
職
隆

小
吉
、
久
夢
参
る

西
木
戸（
西
城
戸
）四
郎
左
衛
門
子
、

北
條
三
郎
左
衛
門
子
、
同
平
左（
右
ヵ
）

衛
門
、
國
府
寺
次
郎
左
衛
門
、
津
田

四
郎
左
衛
門
、
福
中
与
四
郎
は
官
兵

衛
の
こ
と
を
疎
略
に
し
な
い
こ
と

恐
惶
謹
言

播
磨
古
事

播
磨
学
紀
要

157305029

天
正
元
年

５
29
小
寺
休
夢
書
状

地
院　

善
慶（
花
押
）

所
司　

肥
治
、
同
修　

御
宿

所

御
天
王
作
事
を
油
断
な
く
命
じ
る

恐
々
謹
言

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻

157505009

天
正
3
年

５
９
小
寺
休
夢
書
状

地
院　

善
慶（
地
蔵
院　

小

寺
休
夢
）（
花
押
）

上
右（
上
月
右
衛
門
佐
）　

御

宿
所

宇
治
柳
20
を
送
る

恐
々
謹
言

上
月
文
書

兵
庫
県
史
中
世
９

158106018

天
正
9
年

６
18
小
寺
孝
高
判
物

小
寺
官
兵
衛
尉　

御
判

肥
塚
修
理
殿　

ま
い
る

譲
り
状

―

広
峯
神
社
文
書
姫
路
市
史
9
巻

158604015

天
正
14
年

４
15
小
寺
休
夢
書
状

休
夢
斎　

善
慶（
花
押
）

薮
田
村
百
性
中

山
出
入
を
禁
じ
る

恐
々
謹
言

高
馬
家
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999901028

（
天
正
年
頃
）
１
28
小
寺
休
夢
書
状

安
芸
法
印　

善
慶（
花
押
）
木
下
肥
後
守
様　

ま
い
る　

人
々
御
中

野
里
草
場
山
場
の
有
様
を
厳
し
く

命
じ
る
の
は
尤
も
で
あ
る
こ
と

恐
惶
謹
言

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999910011

（
天
正
年
頃
）
10
11
小
寺
氏
職
書
状

氏
職（
花
押
）

野
里
村
之
内　

善
五
郎
と
の
20
疋
届
い
た
こ
と
を
謝
す

か
し
く

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

999910011

（
天
正
年
頃
）
10
11
小
寺
氏
職
書
状

小
寺　

氏
職（
花
押
）

野
里
村　

百
姓
中

音
信
が
と
ど
い
た
こ
と
を
謝
す

か
し
く

芥
田
家
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

999912006

―

12
６
小
寺
職
隆
・
小
寺
官
兵

衛
書
状
写

小
寺
美
濃
守
、
同　

官
兵

衛

黒
田
与
十
郎
殿
、
黒
田
与
七
郎

殿
、
黒
田
次
郎
左
衛
門
殿
、
黒

田
平
左
衛
門
殿
、
黒
田
四
郎
左

衛
門
殿
、
黒
田
三
郎
左
衛
門
殿
軍
勢
催
促（
陣
付
な
ど
を
命
じ
る
）

―

播
磨
古
事

播
磨
学
紀
要

999901007

―

９
７
小
寺
職
友
等
連
署
書
状
与
一
左
衛
門　

盛
秀（
花

押
）、
右
衛
門
尉　

興
長（
花

押
）、
小
刑
部
大
輔　

職
友

（
小
寺
職
友
）（
花
押
）

九
郎
左
衛
門（
広
峯
長
職
）殿　

御
宿
所

公
事
始
に
つ
い
て
糺
明
す
る
よ
う

置
塩
か
ら
上
使
が
出
さ
れ
た
こ
と

を
し
ら
せ
る

恐
々
謹
言

広
峯
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２
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年
　
月
　
日

資
料
名

差
　
出

宛
　
所

内
　
　
容

書
留
文
言

出
　
典

999909022

―

10
22
小
寺
則
職
書
状

小
寺
加
賀
守　

則
職（
花
押
）
増
位
山　

行
事
坊　

御
同
宿
中
当
山
の
こ
と
普
請
を
命
じ
る

恐
惶
謹
言

隋
願
寺
文
書

姫
路
市
史
9
巻

999910016

―

10
16
小
寺
則
職
書
状
写

則
職（
花
押
影
）

上
月
殿
、
薬
師
寺
殿　

御
宿
所
こ
れ
か
ら
も
則
職
に
伺
候
す
る
よ

う
そ
の
心
得
が
肝
要
と
命
じ
る

恐
々
謹
言

小
寺
文
書

新
修
福
岡
市
史
中

世
１

999910015

―

10
15
小
寺
則
職
書
状

則
職（
花
押
影
）

石
峯
寺　

行
事
坊

寺
領
な
ど
の
こ
と
前
々
の
よ
う
に

淡
河
殿
の
氏
寺
で
あ
る
の
で
御
成

敗
な
さ
れ
る
こ
と
目
出
度
く
思
う

こ
と

恐
々
謹
言

石
峯
寺
文
書

兵
庫
県
史
中
世
２

【
表
③
】
飾
東
郡　

禁
制
・
宛
行
・
安
堵
状
な
ど

年

西
　
暦

月
　
日

発 
給 

者

宛
　
所

内
　
容

出
　
　
典

違
乱
主
体

文
明
６
１
４
７
１
閏
５
月
３
日
浦
上
則
宗

在
田
殿
代

違
乱
停
止

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

―

文
明
11
１
４
７
６
９
月
５
日

赤
松
奉
行
人（
櫛
橋
則
伊
、

阿
閉
重
能
、
馬
場
則
家
）
広
峯
社　

沙
汰
人
・
下

司
・
公
文
中

押
領
停
止

魚
住
文
書

姫
路
市
史
在
田
左
近
将

監

―

文
明
16
１
４
８
４
６
月
26
日

山
名
政
豊

広
峯
刑
部
太
輔

当
山
社
務
職
と
土
地

を
返
付

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

―

文
明
17
１
４
８
５

４
月
２
日

赤
松
政
則

高
橋
大
次
郎
殿

感
状

高
橋
文
書

姫
路
市
史

―

陰
木
合
戦

６
月
26
日

櫛
橋
則
伊

松
原　

八
正
寺

軍
勢
催
促

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

※
奉
書　

国
衙
惣
社
江
悉
可
被
打
寄

８
月
10
日

後
藤
備
前　

基
次

松
原
庄

感
状

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

８
月
11
日

赤
松
奉
行
人（
後
藤
則

季
、
英
賀
在
陣　

櫛
橋

則
伊
）

松
原
庄
寺
家
中

感
状

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

８
月
11
日

後
藤
則
季

八
正
寺　

行
事
坊

感
状

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

ご
注
進
の
趣
と
小
寺
・
櫛
橋
注
進
状（
松
原
八
幡

神
社
文
書
42
号
）を
い
ず
れ
も
披
露
し
た
こ
と

８
月
11
日

小
寺
則
職
、
櫛
橋
則
伊
八
正
寺
行
事
坊　

御
返

報

感
状

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

12
月
25
日

後
藤
則
季

松
原
寺
家　

行
事
坊

軍
勢
催
促

松
原
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

―

明
応
５
１
４
９
６

７
月
６
日

小
寺
祐
職

浦
上
殿（
浦
上
則
宗
）

称
名
寺
領
下
地
返
付

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

※
奉
書

７
月
８
日

浦
上
則
宗

姫
路
村　

称
名
寺
雑
掌
寺
領
安
堵（
違
乱
停

止
）

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
御
構
内
山
野

共

―

８
月
日

浦
上
則
宗

称
名
寺　

近
習
中

禁
制

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

―

明
応
６
１
４
９
７
２
月
28
日

浦
上
則
宗

社
務　

広
嶺
刑
部
大
輔

殿

山
上
の
こ
と
成
敗
す

る
よ
う
命
じ
る

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

―



−　 −28

年

西
　
暦

月
　
日

発 

給 

者

宛
　
所

内
　
容

出
　
　
典

違
乱
主
体

明
応
６
１
４
９
７

４
月
３
日

浦
上
則
宗

称
名
寺　

同
宿
中

押
領
停
止

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史
小
寺
勘
解
由

左
衛
門
尉（
小

寺
祐
職
）、
高

橋
平
左
衛
門

―

７
月
６
日

小
寺
祐
職

浦
上
殿（
浦
上
則
宗
）

称
名
寺
下
地
返
付

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

※
赤
松　

奉
書

８
月
25
日

浦
上
則
宗

松
原　

八
正
寺
雑
掌

違
乱
停
止

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史
領
内
の
百
姓

※
奉
書

12
月
７
日

赤
松
奉
行
人（
芦
田
友

興
、
浦
上
則
宗
）

八
正
寺
衆
徒
御
中

押
領
停
止

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史
善
法
寺
雑
掌

―

明
応
７
１
４
９
８
正
月
20
日

赤
松
則
貞

八
正
寺
衆
徒
御
中

押
領
停
止

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史
善
法
寺

―

10
月
29
日

友
興（
芦
田
友
興
）、
則

宗（
浦
上
則
宗
）

広
嶺
一
族
中

社
務
職
安
堵

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

―

明
応
８
１
４
９
９
７
月
30
日

浦
上
則
宗

広
峯
新
四
郎（
広
峯
俊
長
）
所
務
職
宛
行

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

社
務
職
を
今
度
陣
取
を
す
れ
ば
返
付
す
る
こ
と

９
月
10
日

浦
上
則
宗

広
峯
山
所
司

守
護
使
不
入

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

松
泉
院（
赤
松
政
則
）殿
様
御
下
知

明
応
９
１
５
０
０
９
月
27
日

浦
上
則
宗

広
嶺
新
九
郎
殿

押
妨
停
止
を
命
じ
る

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史
小
倉
左
馬
允

広
嶺
西
口
関

文
亀
元
１
５
０
１
８
月
19
日

高
枕
軒　

性
喜（
赤
松

政
秀
）

白
国
備
前
守（
白
国
宗

貞
）殿

弓
削
庄
御
公
事
安
堵

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

戸
部（
民
部
某
）事
者
、
見
放
間
敷
候

10
月
28
日

中
村
左
衛
門
大
夫　

則

久

御
代　

白
国
備
前
守

（
白
国
宗
貞
）殿

坪
公
事
以
下
免
除

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

左
衛
門
佐（
赤
松
則
実
）殿
御
知
行
作
州
弓
削
庄

守
護
諸
役
附
入
の
こ
と

文
亀
３
１
５
０
３
10
月
14
日

赤
松
則
貞

八
正
寺
行
事
坊

知
行
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

永
正
３
１
５
０
６
５
月
26
日

大
坪
重
定

威
徳
寺

寺
領
代
官
職
安
堵

芥
田
文
書　

姫
路
市
史

―

―

永
正
７
１
５
１
０
12
月
23
日

鳥
居
高
友

国
衙　

称
名
寺

称
名
寺
領
下
地
検
注

諸
公
事
以
下
免
除

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
正
14
１
５
１
７

４
月
15
日

当
行
事
坊　

宗
聖
、
当

奉
行　

慶
賀
、
当
地
頭　

公
賀
、
当
地
頭　

善
聖
小
寺
殿（
小
寺
則
職
）

白
国
村
と
増
位
山
喧
嘩

（
ど
こ
に
い
て
も
実
相

坊
を
見
つ
け
れ
ば
成
敗

し
て
ほ
し
い
こ
と
）

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

―

閏
10
月
11
日
浦
上
村
宗

八
正
寺
衆
徒
中

知
行
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

※
奉
書

閏
10
月
11
日
浦
上
村
宗

八
正
寺
行
事
御
坊　

御

同
宿
中

知
行
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

永
正
16
１
５
１
９
５
月
18
日

橋
本
藤
八

肥
塚
治
部
左
衛
門

知
行
宛
行

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史

―

穴
無
郷
地
頭
分
下
地

５
月
28
日

橋
本
藤
八

広
峯
新
四
郎（
広
峯
俊
長
）
穴
無
郷
地
頭
職
宛
行

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
正
17
１
５
２
０
10
月
21
日

浦
上
村
宗

八
正
寺　

行
事
坊

知
行
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―
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年

西
　
暦

月
　
日

発 

給 

者

宛
　
所

内
　
容

出
　
　
典

違
乱
主
体

永
正
18
１
５
２
１
９
月
６
日

浦
上
村
宗

八
正
寺
行
事
坊

松
原
庄
幷
兼
田
村
・
妻

鹿
村
・
緋
田
・
大
塩
村

の
商
人
な
ど
の
諸
公
事

免
許

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

※
奉
書

大
永
５
１
５
２
５
11
月
６
日

長
友

称
名
寺

寺
領
安
堵

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

宇
野
四
郎
如
御
判
、
御
寺
領
分
国
衙
籠
屋
敷

享
禄
４
１
５
３
１
７
月
18
日

赤
松
政
村

与
九
郎
殿

感
状

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

淡
州
郡
家
之
浜

８
月
日

赤
松
晴
政

増
位
山
衆
徒
御
中

寺
領
安
堵
・
諸
公
事

免
除

随
願
寺
文
書

姫
路
市
史

―

下
知
状
案

天
文
元
１
５
３
２
７
月
18
日

赤
松
政
秀

広
峯
与
九
郎

感
状

肥
塚
家
文
書

姫
路
市
史

―

※
文
書
に
は「
天
元
」と
あ
り
、
天
文
元
年
ヵ　

※
赤
松
政
秀
は
元
亀
元
年
没

天
文
３
１
５
３
４
２
月
３
日

赤
松
晴
政

別
符
源
三
郎

諸
名
主
職
・
買
地
な

ど
を
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

―

９
月
７
日

祝
融
軒　

光
慶

住
持　

周
鳳
禅
師

寺
領
安
堵

正
明
寺
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
５
１
５
３
６
５
月
27
日

赤
松
晴
政（
袖
花
押
）、

難
波
泰
興

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

―

11
月
15
日

小
寺
則
職

魚
住
周
防
守

知
行
安
堵

魚
住
文
書（
旧
広
峯
山　

魚
住
建
寿
氏
旧
蔵
）

姫
路
市
史

―

―

天
文
６
１
５
３
７
４
月
10
日

堀
秀
続

嵯
峨
山
福
千
代
殿

軍
勢
催
促

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
７
１
５
３
８

正
月
19
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
祝
融
軒
光
慶
）

広
峯
与
九
郎（
広
峯
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

―

正
月
19
日

赤
松
奉
行
人（
弥
延
之

家
、
津
田
家
職
）

魚
住
四
郎
三
郎

知
行
安
堵

魚
住
文
書（
神
崎
郡
香

寺
町　

魚
住
せ
つ
氏

所
蔵

姫
路
市
史

―

―

２
月
２
日

赤
松
政
村

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

本
知
行
分
・
鵤
庄
内
宝
厳
院
分
な
ど

４
月
15
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
祝
融
軒
光
慶
）

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

―

４
月
15
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
祝
融
軒
光
慶
）

広
嶺
幸
千
代（
広
嶺
俊
長
）
所
領
安
堵

広
峯
神
社
文
書

姫
路
市
史
広
峯
与
九
郎

当
嶺
東
口
役
所
・
新
宮
屋
敷
な
ど

８
月
３
日

赤
松
政
村

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

藤
岡
孫
八
郎
跡
職
の
こ
と

８
月
26
日

赤
松
政
村

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

同
名
千
光
跡
・
魚
住
三
郎
次
郎
分
な
ど
を
闕
所

と
し
て
預
け
お
く

９
月
30
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
祝
融
軒
光
慶
）

別
符
源
三
郎

代
官
職
宛
行

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―
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天
文
７
１
５
３
８
10
月
15
日

浦
上
村
宣

松
原
八
聖
寺
行
事
坊

寺
領
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

11
月
７
日

小
寺
祐
職
、
櫛
橋
村
貞
白
国
与
次
郎
殿　

御
宿

所

軍
勢
催
促

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

尼
子
当
国
乱
入
に
つ
き
、「
御
在
城
」＝
赤
松
、

置
塩

天
文
８
１
５
３
９

３
月
21
日

志
方
貞
信

野
里
村　

五
郎
右
衛
門

尉

下
地
作
職
宛
行

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

庄
司
田

３
月
22
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
祝
融
軒
光
慶
）

別
符
源
三
郎

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

―

閏
６
月
21
日
赤
松
政
村

別
符
源
三
郎

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

―

閏
６
月
25
日
別
所
村
治

高
橋
肥
前
守
殿　

御
宿

所

軍
勢
催
促

高
橋
文
書

姫
路
市
史

―

盛
厳
寺
が
謀
反
を
企
て
、
三
木
城
に
乱
入
し
て

南
構
を
留
守
衆
が
踏
ん
だ
と
の
注
進
が
あ
っ
た

の
で
御
合
力
し
て
ほ
し
い
こ
と

10
月
16
日

赤
松
政
村

高
橋
平
左
衛
門
尉
殿

感
状

高
橋
文
書

姫
路
市
史

―

英
賀
破
れ
の
頃
す
ぐ
に
櫛
橋
豊
後
守（
櫛
橋
則
高
）

と
共
に
中
道
寺
に
入
城
し
た
こ
と
を
讃
え
る

12
月
10
日

志
方
貞
信

万
多
羅
院（
曼
荼
羅
院
）
下
地
宛
行

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

す
す
き
の
西

天
文
９
１
５
４
０
３
月
18
日

赤
松
晴
政

魚
住
四
郎
三
郎

感
状

魚
住
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

11
月
15
日

赤
松
晴
政

広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
10
１
５
４
１

正
月
25
日

浦
上
政
宗

八
正
寺

禁
制

松
原
八
幡
神
社
文
書
姫
路
市
史

―

―

３
月
18
日

赤
松
晴
政

広
嶺
与
九
郎
殿

感
状

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

泉
州
堺
津

６
月
２
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
祝
融
軒
光
慶
）

別
符
源
三
郎

寺
奉
行
宛
行

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

十
楽
寺
の
こ
と

９
月
７
日

赤
松
村
虎

白
国
与
次
郎

福
泊
代
官
職
宛
行

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

―

12
月
27
日

赤
松
政
村

白
国
与
次
郎

感
状

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
11
１
５
４
２
７
月
30
日

山
脇
和
泉
守
職
吉
、
黒

田
入
道
宗
卜

曼
荼
羅
院　

御
同
宿
中
安
堵
状

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

11
月
２
日

泰
興（
難
波
泰
興
）、
光

慶（
祝
融
軒
）、政
宗（
浦

上
政
宗
）

鵤
庄　

百
姓
中

糺
明
延
引

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

普
賢
院
分
の
こ
と

天
文
12
１
５
４
３
２
月
14
日

石
見
守
家
職（
津
田
家
職
）
広
嶺
与
九
郎（
広
嶺
長
職
）
知
行
安
堵

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

普
賢
院
分
の
こ
と
、
広
峯
文
書
12
号
と
関
連
か

９
月
18
日

赤
松
晴
政

明
王
院
主

所
領
安
堵

書
写
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

12
月
６
日

小
寺
則
職

野
里
村　

百
姓
中

東
郡
売
場
相
論

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
13
１
５
４
４
１
月
11
日

寺
官　

令
統

別
符
源
三
郎
殿

作
職
補
任

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

石
丸
名
内
宝
玉
庵
が
拘
分
の
作
職
の
こ
と

７
月
８
日

赤
松
晴
政

書
写
山
十
地
坊

所
領
安
堵

書
写
山
文
書

姫
路
市
史

―

―
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天
文
14
１
５
４
５
３
月
10
日

赤
松
奉
行
人（
難
波
泰

興
、
職
久
、
浦
上
政
宗
）
別
符
源
三
郎

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史
志
方
・
中
村

―

12
月
21
日

小
寺
則
職

野
里
村
鋳
物
師　

五
郎

衛
門
男

大
村
鋳
物
師
売
場
・

大
工
職
安
堵

芥
田
文
書　

姫
路
市
史

―

―

天
文
15
１
５
４
６
８
月
29
日

赤
松
政
村

別
符
源
三
郎
殿

感
状

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

朝
日
山
合
戦

９
月
21
日

政
景
ヵ

嵯
峨
山
孫
四
郎
殿

感
状

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
17
１
５
４
８
12
月
21
日

小
寺
則
職

野
里
村　

五
郎
衛
門
所
軍
勢
催
促

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
19
１
５
５
０
５
月
９
日

嶋
村
盛
貫
、
角
田
佐
家
、

浦
上
国
秀

魚
住
四
郎
三
郎

軍
勢
催
促

魚
住
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
文
21
１
５
５
２
７
月
30
日

山
脇
職
吉
、
黒
田
宗
卜
曼
荼
羅
院　

御
同
宿
中
麦
地
子
免
除

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

（
天
文
年
頃
）

５
月
29
日

小
寺
則
職

増
位
山　

行
事
御
坊　

御
同
宿
中

要
脚
催
促

随
願
寺
文
書

姫
路
市
史

―

野
里
村
で
の
掘
出
要
脚

（
天
文
年
頃
）

７
月
９
日

難
波
備
前
守　

泰
興
、

祝
融
軒　

光
慶

嵯
峨
山
帯
刀
左
衛
門
尉

殿　

御
宿
所

軍
勢
催
促

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

（
天
文
年
頃
）

９
月
22
日

小
寺
則
職

増
位
山　

行
事
坊　

御

同
宿
中

五
郎
右
衛
門
卒
爾（
別
所

村
治
へ
の
一
札
の
こ
と
）
随
願
寺
文
書

姫
路
市
史

―

※「
公
儀
御
存
分
可
在
之
候
」

（
天
文
年
頃
）

12
月
11
日

難
波
泰
興

小
寺
殿（
小
寺
則
職
）

白
国
と
中
嶋
太
郎
左

衛
門
方
の
公
事
相
論

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

中
嶋
方
を
早
く
参
上
さ
せ
る
よ
う
に
命
じ
る

（
天
文
年
頃
）

12
月
12
日

小
寺
則
職

難
波
備
前
守（
難
波
泰

興
）殿

白
国
方
と
中
嶋
太
郎
左

衛
門
尉
の
公
事
相
論

白
国
文
書

姫
路
市
史

―

こ
れ
よ
り（
中
嶋
方
に
）命
じ
る
こ
と

永
禄
元
１
５
５
８
５
月
５
日

小
南
春
盛

大
野
郷
内
野
里
村　

芥

田
五
郎
衛
門

南
条
郷
香
呂
村
藤
兵

衛
名
主
職
宛
行

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
禄
３
１
５
６
０
３
月
25
日

奈
倉
重
久
、
魚
住
朝
安
野
里
村　

五
郎
衛
門

威
徳
寺
安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
禄
５
１
５
６
２
２
月
28
日

赤
松
義
祐

別
符
源
三
郎

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

中
村
与
次
郎
跡
職
・
買
地
分
安
堵
、
十
楽
寺
分

寺
奉
行
を
命
じ
る

永
禄
６
１
５
６
３
閏
12
月
３
日
赤
松
奉
行
人（
藤
田
秀

職
、
井
上
吉
忠
）

野
里　

五
郎
衛
門
尉

威
徳
寺
安
堵

芥
田
文
書　

姫
路
市
史

―

―

永
禄
７
１
５
６
４
８
月
17
日

小
寺
政
職

小
又
左
介
、
肥
塚
治
部

左
衛
門
尉

借
銭
・
借
米
棄
破

広
峯
神
社
文
書　

姫
路
市
史

―

借
銭
・
借
米
破
棄
に
よ
る
被
官
契
約

永
禄
８
１
５
６
５
12
月
19
日

六
兵
衛　

ほ
か
14
名

五
郎
衛
門

金
屋
法
度

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
禄
10
１
５
６
７
７
月
５
日

赤
松
則
房

野
里　

五
郎
衛
門

加
東
郡
鋳
物
大
工
職

安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

※
市
史
で
も「
加
東
郡
」、
本
文
書
は
写
の
み
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永
禄
11
１
５
６
８
３
月
２
日

小
寺
政
職

金
屋
中

野
里
村
鋳
物
師
惣
管

職
・
諸
公
事
安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

３
月
６
日

赤
松
義
祐
、
赤
松
奉
行

人（
久
安
職
種
、
祝
融

軒
周
登
）

野
里
村　

金
屋
中

播
磨
国
中
鋳
物
師
惣

管
職
・
諸
公
事
安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

永
禄
12
１
５
６
９

８
月
21
日

赤
松
政
村（
赤
松
晴
政
）

（
袖
花
押
）、
小
寺
則
職
魚
住
左
近
大
夫（
魚
住

長
秀
）

知
行
安
堵

魚
住
文
書（
旧
広
峯
山　

魚
住
建
寿
氏
旧
蔵
）　

姫
路
市
史

―

※
赤
松
政
村
：
永
禄
８
年
に
没
、
赤
松
義
祐
の

誤
ヵ

８
月
21
日

赤
松
奉
行
人（
久
安
職

種
、
祝
融
軒
周
登
）

魚
住
左
近
大
夫（
魚
住

長
秀
）

知
行
安
堵

魚
住
文
書（
旧
広
峯
山　

魚
住
建
寿
氏
旧
蔵
）　

姫
路
市
史

―

―

８
月
22
日

小
寺
政
職

芥
田
五
郎
左
衛
門
尉

感
状

芥
田
家
文
書　

姫
路
市
史

―

―

８
月
22
日

小
寺
政
職

芥
田
善
五
郎

感
状

芥
田
家
文
書　

姫
路
市
史

―

―

９
月
24
日

赤
松
義
祐

書
写
山　

十
地
坊
、
十

妙
院

所
領
安
堵

書
写
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

（
永
禄
年
頃
）

３
月
２
日

小
寺
職
隆

所
司　

肥
塚
治
部
左
衛

門
、
小
又
佐
介

違
乱
停
止

広
峯
神
社
文
書　

姫
路
市
史
坂
口
新
左
衛

門

―

元
亀
元
１
５
７
０
10
月
28
日

中
村
則
久

御
代　

白
国
備
前
守

（
白
国
宗
貞
）

坪
公
事
以
下
免
除

白
国
文
書　

姫
路
市
史

―

―

12
月
15
日

元
長

別
符
竹
松

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

―

元
亀
３
１
５
７
３
正
月
28
日

赤
松
奉
行
人（
久
安
職

種
、
祝
融
軒
周
登
）

別
符
源
三
郎

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

西
河
合
内
田
中
分

元
亀
４
１
５
７
４
正
月
11
日

赤
松
満
政（
赤
松
則
房
）
書
写
山
衆
徒
中
寺
領
内
掟
書

書
写
山
文
書　

姫
路
市
史

―

―

天
正
元
１
５
７
３
５
月
２
日

別
所
長
治

魚
住
左
近
大
夫（
魚
住

長
秀
）

感
状

魚
住
家
文
書　

姫
路
市
史

―

―

天
正
４
１
５
７
６
８
月
13
日

御
蔵
宗
弘

鋳
物
師
職
座
法
掟

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
正
６
１
５
７
８
３
月
12
日

羽
柴
秀
吉

野
里
村

禁
制

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

３
月
20
日

羽
柴
秀
吉

広
峯
社

禁
制

広
嶺
文
書

姫
路
市
史

―

―

天
正
８
１
５
８
０

閏
３
月
晦
日
藤
吉
郎（
羽
柴
秀
吉
）

白
国
村

禁
制

白
国
文
書　

姫
路
市
史

―

―

閏
３
月
晦
日
藤
吉
郎（
羽
柴
秀
吉
）

禁
制

白
国
文
書　

姫
路
市
史

―

―

10
月
27
日

藤
吉
郎　

秀
吉

増
位
山　

行
事
坊

寺
領
宛
行

随
願
寺
文
書

姫
路
市
史

―

―

10
月
28
日

藤
吉
郎

龍
野
町

禁
制

龍
野
町
文
書

姫
路
市
史

―

―
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年
未
詳

１
月
７
日

与
一
左
衛
門　

盛
秀
、
右

衛
門
尉　

興
長
、
小
刑
部

大
輔　

職
長

九
郎
左
門
殿　

御
宿
所
公
事
相
論

広
峯
文
書　

姫
路
市
史

―

小
松
原
方
が
命
じ
た
年
頭
銭
の
こ
と
、
御
糺
明

が
あ
り
幸
い
に
置
塩
よ
り
も
上
使
が
出
た
こ
と

２
月
11
日

祐
左　

武
久
、
長
八
右　

職
定
、
英
助　

祐
景
、
小

三　

職
定
、
長
七
三　

澄

盛
、
大
六　

職
犯
、
勢
右　

職
右

野
里
村　

善
五
郎
殿

米
催
促

芥
田
家
文
書　

姫
路
市
史

―

彼
の
米
を
旧
冬
に
催
促
し
た
際
に
済
ま
せ
て
い

る
と
い
う
の
で
待
っ
て
み
た
が
納
所
の
す
じ
め

が
な
い
の
で
不
審
で
る
こ
と

３
月
10
日

宇
高
長
忠

鋳
物
師
衆
惣
管
職
安
堵
芥
田
家
文
書　

姫
路
市
史

―

芥
田
文
書　

65
号　

宇
高
長
忠（
多
可
郡
野
間

殿
御
内
）へ
野
里
村
鋳
物
師
よ
り
申
分
の
こ
と

は
黒
田
職
隆
が
使
者
を
送
り
つ
た
え
る
、
別
が

な
っ
た
の
で
使
者
を
送
り
返
し
た
旨
あ
り

３
月
11
日

赤
松
晴
政

難
波
備
前
守（
難
波
泰

興
）

魚
住
小
介
の
借
銭
・

借
米
棄
破

天
川
家
文
書

姫
路
市
史

―

※
天
川
家
は
御
着
に
あ
り

３
月
12
日

秀
阿

広
嶺
被
官
衆
中

違
乱
停
止

広
峯
文
書　

姫
路
市
史

―

―

３
月
20
日

尾
江
十
兵
衛
尉　

貞
景
広
峯
与
九
郎
殿　

御
宿
所
神
戸
分
屋
敷
違
乱

広
峯
文
書　

姫
路
市
史

―

御
同
名
新
四
殿（
広
峯
新
四
郎
俊
長
）社
家
衆
訴

人
、「
様
体
い
か
ゝ
候
之
哉
」

４
月
日

増
位
山
惣
中

御
奉
行
衆
様

増
位
山
領
内
山
境
目

相
論

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

境
目
の
こ
と
は
赤
松
殿
御
代
に
遂
糺
が
あ
っ
た

こ
と　

小
寺
加
賀
守（
小
寺
則
職
）・
難
波
備
前

（
難
波
泰
興
）が
申
し
詰
め
ら
れ
た
こ
と　

/　
増

位
寺
奉
行
は
大
納
言
様
と
小
寺
休
夢（
だ
が
、
す

で
に
他
界
）

４
月
４
日

大
四
左　

祐
貞

嵯
峨
山
左
助
殿　

御
宿
所
軍
勢
催
促

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

４
月
10
日

赤
松
晴
政

広
嶺
新
四
郎
殿

感
状

広
峯
文
書

姫
路
市
史

―

永
良（
神
西
郡
）残
容
不
慮
敵
取
詰
、「
恐
惶
謹
言
」

４
月
11
日

浦
上
政
宗

高
橋
平
左
衛
門
尉
殿

感
状

高
橋
文
書　

３
号

姫
路
市
史

―

室
構
で
の
戦
功
を
讃
え
る

４
月
11
日

別
所
貞
就

高
橋
平
左
衛
門
尉
殿　

御
返
報

井
論
の
こ
と

高
橋
文
書　

姫
路
市
史

―

井
論
：
水
論
関
係
ヵ
、「
親
候
物
御
者（
御
着
ヵ
）

ニ
候
」「
御
着（
県
史
で
は「
御
宿
」）へ
遣
人
候
間
」

と
あ
り

５
月
13
日

赤
松
則
房

芥
田
所

感
状

芥
田
家
文
書

姫
路
市
史

―

―

５
月
13
日

赤
松
則
房

白
国
次
郎
大
夫
殿

感
状

白
国
文
書　

姫
路
市
史

―

去
る
５
日
夜
討
、
土
師
口
、
垣
屋
肥
前
守
を
討

ち
取
る

５
月
晦
日

赤
松
政
秀

嵯
峨
山
左
助
殿

軍
勢
催
促

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

―

６
月
16
日

長
祐（
古
津
筑
前
守
長

祐
）

高
橋
平
左
衛
門
尉
殿　

進
之
候

軍
勢
催
促

高
橋
文
書　

姫
路
市
史

―

六
郎
殿（
細
川
晴
元
）が
入
洛
す
る
の
で
供
奉
し
、

油
断
な
く
馳
走
す
る
よ
う
命
じ
る
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②�

「
同
坊
主
次
郎
左
衛
門
」
の
「
家
」
や
「
平
方
奥
村
次
郎
衛
門

道
場
」
も
同
じ
く
検
断
さ
れ
る
。

③�

以
上
の
検
断
は
「
京
都
」
よ
り
の
「
御
成
敗
」
で
あ
っ
て
、（
播

磨
国
の
）
至
る
所
で
「
糺
明
」
が
行
わ
れ
た
。

④�

鵤
荘
は
「
往
古
」
よ
り
一
向
宗
念
仏
道
場
は
「
堅
禁
制
之
在
所
」

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
「
数
度
成
敗
」
を
行
っ
て
来
た
の
で
、

乗
じ
て
「
東
保
之
道
場
悉
以
打
破
」
り
、「
資
財
以
下
迄
政
所

へ
検
断
」
を
行
っ
た
。

⑤�

「
其
後
小
寺
加
賀
守
方
」
に
「
種
々
侘
言
」
が
あ
り
、「（
荘
の
）

役
人
以
下
内
儀
相
意
得
候
ニ
テ
、
坊
主
次
郎
左
衛
門
地
下
之
安

堵
ヲ
ハ
令
許
可
畢
」
と
い
う
。

永
正
十
一
年
頃
、
守
護
赤
松
氏
は
在
国
し
て
お
り
、「
京
都
」
は

幕
府
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
京
都
」
よ
り
の
命
令
を
受
け

た
政
所
に
、
道
場
と
家
（
財
産
も
含
む
）
を
没
収
さ
れ
た
一
向
宗
坊

主
次
郎
左
衛
門
が
、
小
寺
氏
に
「
種
々
侘
言
」
を
し
た
こ
と
で
、
小

寺
氏
か
ら
の
口
添
え
が
政
所
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
郞
左
衛
門

の
処
遇
を
無
視
出
来
な
く
な
っ
た
「（
鵤
庄
の
）
役
人
」
達
の
「
内
儀
」

（
内
々
で
相
談
）
に
て
、
坊
主
の
「
地
下
之
安
堵
」（
在
荘
＝
追
放
）

が
許
さ
れ
た
と
い
う
の
が
こ
と
の
い
き
さ
つ
で
あ
る
。

な
ぜ
、
検
断
を
受
け
た
一
向
宗
坊
主
次
郞
左
衛
門
は
小
寺
氏
を

頼
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

稲
葉
継
陽
氏（

（2
（

は
「
段
銭
奉
行
と
し
て
関
わ
り
を
深
く
持
っ
て
い
た

年

西
　
暦

月
　
日

発 

給 

者

宛
　
所

内
　
容

出
　
　
典

違
乱
主
体

年
未
詳

６
月
17
日

浦
上
村
宗

八
正
寺　

衆
徒
御
中

寺
領
安
堵

松
原
八
幡
神
社
文
書　
姫
路
市
史

―

―

８
月
４
日

赤
松
政
祐（
赤
松
晴
政
）
調
所
助
丞

寺
領
な
ど
安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

―

８
月
４
日

赤
松
奉
行
人（
石
右
祐

景
、
辛
備
久
宗
）

野
里
五
郎
衛
門
尉

寺
領
な
ど
安
堵

芥
田
文
書

姫
路
市
史

―

芥
田
文
書　

14
号
の
添
状

８
月
10
日

赤
松
晴
政

別
符
平
左
衛
門

知
行
安
堵

広
嶺
文
書

姫
路
市
史
競
望
之
族

田
中
分

９
月
12
日

下
野
守　

政
秀（
赤
松

政
秀
）

嵯
峨
山
左
助
殿

菅
生
庄
半
済
の
分
所

務
宛
行

嵯
峨
山
文
書　

姫
路
市
史

―

―

10
月
16
日

生
煕（
赤
松
晴
政
）

祝
融
軒

軍
勢
催
促

嵯
峨
山
文
書

姫
路
市
史

―

嵯
峨
山
左
助
屋
敷
を
堅
固
に
抱
え
る
よ
う
命
じ
る

11
月
１
日

赤
松
義
祐

書
写
山
十
地
坊
実
祐

所
領
安
堵

書
写
山
文
書　

姫
路
市
史

―

―

11
月
25
日

浦
上
則
宗

書
写
山　

谷
講
師
中

押
領
停
止

書
写
山
文
書　

姫
路
市
史

―

―
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小
寺
氏
と
鵤
荘
侍
衆
と
の
間
で
被
官
関
係
が
進
ん
で
い
る
」
た
め
と

評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
寺
氏
と
次
郞
左
衛
門
と
の
被
官
関
係

を
「
引
付
」
や
ほ
か
の
史
料
か
ら
は
実
証
出
来
ず
、
二
者
の
関
係
性

は
具
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
。次
郞
左
衛
門
か
ら
の「
種
々
詫
言
」（
＝

銭
な
ど
）
が
あ
っ
た
こ
と
で
介
入
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
主
従
関
係

の
み
を
理
由
に
判
断
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

段
銭
奉
行
と
い
う
守
護
赤
松
氏
の
奉
行
人
で
あ
り
、
守
護
赤
松
氏

と
交
渉
が
出
来
る
立
場
で
あ
る
た
め
、
小
寺
氏
が
頼
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
所
役
人
も
守
護
奉
行
人
の
口
添
え
ゆ
え
に

無
下
に
は
で
き
ず
、
次
郞
左
衛
門
の
「
在
荘
」
を
許
可
す
る
と
い
う

結
果
に
落
ち
着
け
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
地
下
之
安
堵
ヲ
ハ
」
許
可
し
た
も
の
の
、検
断
し
た
「
資

財
以
下
」
が
次
郞
左
衛
門
に
返
還
さ
れ
た
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
そ

れ
に
つ
い
て
、
小
寺
氏
が
異
議
申
し
立
て
を
し
た
様
子
も
確
認
は
と

れ
な
か
っ
た
。
一
向
宗
坊
主
の
道
場
や
家
の
検
断
や
資
財
没
収
は
、

鵤
荘
役
人
の
権
利
と
し
て
、
守
護
赤
松
氏
や
小
寺
氏
は
認
可
し
て
お

り
、
小
寺
氏
の
口
添
え
は
、
守
護
奉
行
人
と
し
て
「
京
都
」
よ
り
の

検
断
命
令
に
背
く
も
の
で
な
け
れ
ば
、
荘
園
領
主
の
支
配
を
強
権
的

に
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

第
三
節　

小
結

文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
頃
か
ら
守
護
赤
松
氏
の
段
銭
奉
行
と
し

て
機
能
し
て
い
た
小
寺
氏
が
発
給
し
た
文
書
は
、
以
降
、
享
禄
二
年

（
一
五
二
九
）
に
至
る
ま
で
、
基
本
、
段
銭
に
関
す
る
も
の
が
大
部

分
を
占
め
、
連
署
状
及
び
奉
書
が
目
立
っ
た
。
段
銭
免
除
や
催
促
地

と
し
て
見
ら
れ
た
の
は
播
磨
国
中
に
渡
り
、
段
銭
奉
行
と
し
て
の
権

限
は
広
域
に
及
ん
で
い
た
が
、
小
寺
氏
か
ら
の
軍
勢
催
促
な
ど
は
段

銭
が
賦
課
免
除
さ
れ
た
同
域
に
は
確
認
出
来
て
い
な
い
。

赤
松
氏
の
播
磨
国
支
配
の
一
端
を
担
う
段
銭
奉
行
と
し
て
小
寺
氏

が
賦
課
し
徴
収
す
る
段
銭
の
内
容
は
、
恒
常
的
に
賦
課
さ
れ
る
幕
府

や
守
護
役
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
小
寺
氏
の
み

が
賦
課
・
徴
収
し
て
い
る
段
銭
の
事
例
な
ど
も
あ
り
、
御
着
の
段
銭

奉
行
の
中
で
も
小
寺
氏
・
薬
師
寺
氏
そ
れ
ぞ
れ
で
役
割
が
分
化
し
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。

永
正
十
一
年
に
は
、
小
寺
氏
が
、
政
所
に
検
断
さ
れ
た
一
向
宗
坊

主
の
保
護
を
行
う
が
、
稲
葉
氏
の
よ
う
に
地
域
権
力
と
し
て
在
地
と

の
被
官
関
係
が
進
ん
で
い
た
た
め
と
は
評
価
し
が
た
い
。
赤
松
氏
の

奉
行
人
と
し
て
、
守
護
の
末
端
に
位
置
づ
き
、
守
護
と
関
係
を
持
っ

た
存
在
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
も
、
十
六
世
紀
初
頭
に
は
、
小
寺
氏
が
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「
引
付
」
の
中
に
現
れ
な
く
な
り
は
じ
め
る
た
め
で
あ
る
。
守
護
権

力
か
ら
離
れ
て
、
小
寺
氏
が
独
自
に
権
力
を
伸
長
さ
せ
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、以
降
も
積
極
的
に
「
引
付
」
に
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
寺
氏
の
出
番
は
控
え
ら
れ
て
い
き
、
や
が
て
「
守
護
不

入
の
地
」
と
し
て
段
銭
賦
課
を
も
拒
ま
れ
、
礼
銭
も
小
寺
氏
の
も
と

へ
あ
が
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
は
、守
護
赤
松
氏
の
弱
体
化
と
連
動
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

守
護
権
力
の
衰
退
と
と
も
に
、
段
銭
奉
行
と
い
っ
た
守
護
機
構
の
役

人
が
鵤
荘
へ
食
い
込
ん
で
い
け
な
く
な
る
様
子
が
段
銭
の
賦
課
・
免

除
の
様
子
か
ら
見
え
て
く
る
。

で
は
、
守
護
の
衰
退
に
伴
い
、
小
寺
氏
は
以
後
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
章　

地
域
権
力
と
し
て
の
小
寺
氏

第
一
節　

地
域
資
料
に
み
る
小
寺
氏

小
寺
氏
の
発
給
文
書
の
初
見
は
文
明
七
年
（
一
四
七
五
）
の
赤
松

家
年
寄
上
原
氏
と
の
連
署
状（

（2
（

で
あ
り
、「
段
銭
・
人
夫
・
臨
時
課
役

免
除
」
に
関
す
る
も
の
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
十
五
世
紀
の

後
半
か
ら
十
六
世
紀
の
初
頭
に
か
け
て
、寄
進
状
や
浦
上
氏
へ
の「
返

報
」
な
ど
一
部
を
除
き
、
小
寺
氏
が
単
署
で
行
う
発
給
文
書
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。「
野
州
」（
西
播
磨
守
護
代
）
や
守
護
よ
り
の
命

を
奉
じ
て
請
文
を
単
署
で
発
給
は
す
る
も
の
の
、
小
寺
氏
独
自
の
意

思
に
て
発
給
は
さ
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
に
な
る
と
十
一
月
二
十
日

付
で
、
上
月
又
六
宛
の
感
状
が
小
寺
村
職
よ
り
発
給
さ
れ
る（

（2
（

。
去
月

三
日
の
三
木
城
南
口
で
の
戦
功
を
讃
え
る
も
の
で
、
小
寺
氏
が
単
署

で
発
給
し
た
感
状
の
初
見
が
こ
の
文
書
に
あ
た
る
。

文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
八
月
二
十
一
日
付
で
「
八
正
寺
行
事

坊
」
宛
て
に
津
田
・
水
田
辺
を
攻
め
る
よ
う
命
じ
る
軍
勢
催
促
状
を

発
給
し
て
い
る（

（2
（

が
、
櫛
橋
則
伊
と
の
連
署
書
状
で
あ
っ
て
、
文
明
十

七
年
以
降
享
禄
二
年
に
到
る
ま
で
小
寺
氏
が
感
状
・
軍
勢
催
促
な
ど

を
単
署
で
発
給
し
て
い
る
事
例
は
確
認
出
来
て
い
な
い
。

十
六
世
紀
半
ば
に
入
る
と
内
容
は
段
銭
に
限
ら
ず
、
感
状
や
軍
勢

催
促
を
は
じ
め
、
知
行
及
び
職
に
関
す
る
安
堵
状
や
売
場
相
論
の
仲

介
、
普
請
命
令
な
ど
文
書
の
発
給
が
活
発
に
な
る
。
段
銭
奉
行
と
い

う
広
域
権
力
と
し
て
の
機
能
が
縮
小
し
て
い
く
時
期
に
、
飾
東
郡
内

の
御
着
・
姫
路
近
郊
、
市
川
流
域
を
中
心
に
小
寺
氏
発
給
の
文
書
は

増
加
傾
向
に
あ
る
。【
表
③
】

こ
れ
は
ど
う
い
っ
た
変
化
を
小
寺
氏
が
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
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か
。
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
主
に
「
芥
田
家
文
書（

（2
（

」
か
ら
検
討
し
て

い
く
。

「
芥
田
家
文
書
」
は
市
川
の
右
岸
に
位
置
す
る
野
里
村
に
残
存
し

て
い
た
文
書
群
で
、
同
家
文
書
中
に
は
多
数
の
小
寺
氏
発
給
文
書
が

含
ま
れ
て
い
る
。
野
里
村
は
近
世
に
商
人
・
職
人
の
町
と
し
て
、
ま

た
但
馬
方
面
に
抜
け
る
街
道
沿
い
の
町
と
し
て
栄
え
る
が
、
そ
の
萌

芽
は
小
寺
氏
が
地
域
領
主
と
し
て
変
容
し
て
い
く
頃
に
見
受
け
ら
れ

る
。
野
里
村
に
小
寺
氏
が
積
極
的
に
出
現
す
る
理
由
も
、
御
着
の
近

郊
の
地
と
い
う
に
限
ら
ず
、
商
職
人
が
集
住
す
る
街
道
沿
い
の
町
で

あ
る
と
い
う
点
も
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

芥
田
氏
は
野
里
村
鋳
物
師
の
頭
領
と
し
て
も
現
れ
る
。
永
正
十
五

年
（
一
五
一
八
）
か
ら
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
頃
に
か
け
て
断

続
的
に
「
売
場
売
券
」
を
買
収
し
、
権
益
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
て
い

る
様
子
が
同
家
文
書
に
見
ら
れ
る
。
東
は
「
蔭
松
」（
現
明
石
市
当

た
り
ヵ
）・
現
加
古
川
市
、
西
は
市
川
・
御
着
西
市
を
限
る
範
囲
と

そ
の
ほ
か
の
鋳
物
売
場
を
獲
得
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（『
兵
庫
県
の

地
名
』
以
下
『
地
名（

（2
（

』）。

こ
の
商
売
圏
の
拡
大
が
相
論
に
発
展
し
、
そ
の
調
停
に
小
寺
氏
が

現
れ
る
。

①
東
郡
売
場
相
論

天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
十
二
月
六
日
、
五
郎
右
衛
門
と
新
右

衛
門
・
孫
左
衛
門
に
よ
る
「
東
郡
売
場
相
論
」
が
小
寺
則
職
に
野
里

村
の
百
姓
中
よ
り
持
ち
込
ま
れ
る
。

【
史
料
⑤
】「
小
寺
則
職
書
下（

（2
（

」

五
郎
右
衛
門
与
新
右
衛
門
・
孫
左
衛
門
拘
東
郡
売
場
相
論
事
、
一
途

無
之
上
者
、
可
置
申
候
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
　
　

天
文
十
三

　
　
　
　
　

極
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　

則
職
（
花
押
）

　
　

野
里
村

　
　
　
　

百
姓
中

残
存
し
て
い
る
「
売
場
売
券
」
な
ど
か
ら
「
五
郎
右
衛
門
」
が
芥

田
氏
で
あ
り
、
こ
の
時
す
で
に
「
野
里
村
鋳
物
師
・
大
工
」
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。「
東
郡
売
場
」
は
鋳
物
や
大
工
に
関
す

る
売
場
と
推
察
さ
れ
、
争
っ
て
い
る
新
右
衛
門
・
孫
左
衛
門
も
五
郎

右
衛
門
と
同
じ
職
業
人
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

小
寺
氏
は
、「
野
里
村
百
姓
中
」
か
ら
持
ち
上
が
っ
た
鋳
物
師
同

士
の
売
場
相
論
に
対
し
て
、
同
一
の
方
針
が
「
野
里
村
百
姓
中
」
で

も
出
な
い
場
合
は
現
状
維
持
を
し
て
お
く
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

下
っ
て
天
文
十
七
年
（
一
五
四
八
）
十
二
月
二
十
一
日
に
発
給
さ
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れ
た
「
小
寺
則
職
書
下
」
で
も
「
東
郡
金
屋
沽
場
（
売
場
）
幷
大
工

職
」
に
つ
い
て
「
先
年
及
相
論
、
雖
為
未
落
居
」
と
小
寺
氏
が
相
論

に
介
入
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
文
書
は
軍
勢
催
促
も
兼
ね
て
お
り
、

こ
の
時
、
野
里
村
鋳
物
師
の
五
郎
右
衛
門
は
、
村
の
職
人
で
あ
り
、

有
事
の
際
に
は
軍
事
行
動
を
共
に
す
る
小
寺
氏
の
被
官
人
で
も
あ
っ

た
よ
う
だ
。

次
に
見
る
【
史
料
⑥
】
中
の
「
先
年
」
が
天
文
十
三
年
に
起
こ
っ

た
「
東
郡
売
場
相
論
」
を
指
す
か
は
、
関
連
史
料
が
な
い
た
め
わ
か

ら
な
い
。

【
史
料
⑥
】「
小
寺
則
職
書
下（

（2
（

」

於
東
郡
金
屋
沽
場
幷
大
工
職
之
事
、
先
年
及
相
論
、
雖
為
末
落
居
、

今
度
砥
堀
面
合
戦
之
刻
、
粉
骨
神
妙
之
条
、
申
付
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
　

天
文
十
七

　
　
　
　
　

十
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　

則
職
（
花
押
）

　
　
　
　
　

野
里
村

　
　
　
　
　
　
　

五
郎
右
衛
門
所

し
か
し
、
こ
の
時
も
、「
東
郡
金
屋
（
＝
鋳
物
師
）
沽
場
」
と
「
大

工
職
」
を
巡
っ
て
係
争
が
起
き
て
お
り
、「
落
居
」
に
は
至
っ
て
は

い
な
い
も
の
の
、
そ
の
問
題
の
対
応
に
小
寺
氏
が
応
じ
て
い
る
様
子

が
見
ら
れ
る
。

問
題
に
際
し
て
、小
寺
氏
の
調
停
方
法
は
、在
地
の
慣
習
法
に
則
っ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
「
野
里
村
百
姓
中
」
で
の
衆
議
に
て
基
本

方
針
を
決
め
る
よ
う
に
求
め
、
そ
れ
で
も
ま
と
ま
ら
な
い
場
合
は
、

現
状
維
持
を
命
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、「
野
里
村
百
姓
中
」
は
村

の
自
力
で
は
ま
ま
な
ら
な
い
問
題
の
解
決
の
糸
口
と
し
て
小
寺
氏
を

求
め
た
。
こ
れ
ま
で
赤
松
氏
と
い
う
守
護
が
広
域
支
配
を
展
開
し
、

唯
一
の
公
権
力
と
し
て
管
理
を
し
て
来
た
播
磨
国
に
お
い
て
、
守
護

だ
け
で
は
な
い
権
力
が
村
の
百
姓
や
職
商
人
達
の
権
益
を
新
た
に
保

護
し
て
く
れ
る
媒
体
と
し
て
地
下
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「

十
五
世
紀
後
期
に
寺
社
本
所
領
保
護
を
基
本
と
す
る
守
護
権
力

に
よ
る
地
域
支
配
の
抑
圧
か
ら
地
下
が
自
ら
の
要
求
実
現
の
た
め
に

守
護
権
力
で
は
な
く
地
域
権
力
を
求
め
る
」
よ
う
に
な
り
、「
国
人

の
自
立
性
が
地
下
の
要
求
に
よ
っ
て
強
化
」
さ
れ
、
播
磨
国
の
守
護

体
制
が
解
体
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
明
石
氏
を
例
に
小
林
氏
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る（

（2
（

。

必
ず
し
も
「
守
護
権
力
に
よ
る
地
域
支
配
の
抑
圧
か
ら
」
求
め
ら

れ
て
い
る
状
態
に
は
な
い
が
、
十
六
世
紀
の
半
ば
、
守
護
の
力
が
弱

ま
り
は
じ
め
る
と
御
着
近
郊
に
て
も
自
ら
の
要
求
実
現
の
た
め
に
地

下
の
者
達
が
小
寺
氏
を
頼
っ
て
い
く
様
子
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
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る
。
村
の
自
力
だ
け
で
は
裁
許
出
来
な
い
問
題
の
調
停
に
、
身
近
な

権
力
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
東
郡
売
場
相
論
」
か

ら
小
寺
氏
が
地
域
に
よ
り
近
く
根
差
し
た
権
力
と
し
て
近
隣
の
村
に

認
め
ら
れ
る
ま
で
に
変
化
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
証
左
と
評
価
出
来
る

の
で
は
な
い
か
。

ま
た
こ
れ
ら
の
書
状
は
誰
の
意
も
奉
じ
ず
、
小
寺
氏
の
意
思
で
発

給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
野
里
村
の
職
人
と
小
寺
氏
と
の
間
に
被
官

関
係
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
小
寺
氏
と
い
う
地
域
権
力
が
守

護
を
介
さ
ず
村
に
浸
透
し
て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

②
職
の
安
堵

村
の
相
論
調
停
の
ほ
か
に
注
目
す
べ
き
小
寺
氏
の
発
給
文
書
と
し

て
、
職
の
安
堵
状
が
あ
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
⑦
】「
小
寺
則
職
書
下（

（2
（

」

大
村
鋳
物
師
売
場
幷
大
工
職
等
事
、
任
沽
券
状
之
旨
、
可
相
拘
事
、

領
掌
不
可
有
相
違
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　
　
　

天
文
十
四

　
　
　
　

十
二
月
廿
一
日　
　
　
　
　
　
　

則
職
（
花
押
）

　
　
　
　

野
里
村
鋳
物
師

　
　
　
　
　
　

五
郎
右
衛
門
男

こ
の
書
下
が
発
給
さ
れ
る
以
前
、
天
文
十
四
年
（
一
五
四
八
）
十

二
月
十
三
日
に
大
村
鋳
物
師
売
主　

新
五
郎
・
宗
大
夫
よ
り
野
里
村

五
郎
右
衛
門
に
宛
て
て
「
鋳
物
師
大
村
売
場
・
大
工
職
」
を
「
永
代

売
渡
」
す
と
し
て
「
連
署
売
場
売
券
」
が
出
さ
れ
て
い
る（

（2
（

。

大
村
は
御
着
を
含
ん
だ
一
帯
に
あ
っ
た
と
さ
れ
（『
地
名
』）、
大

村
鋳
物
師
の
新
五
郎
と
宗
太
夫
は
、
御
着
近
郊
に
い
た
職
人
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
所
有
し
て
い
た
売
場
は
「
東
郡
」
と
「
神

西
一
郡
」
と
あ
る
。「
東
郡
」
は
「
西
者
市
河
堺
、
東
者
三
本
松
堺
、

北
者
カ
ケ
松
堺
」
と
あ
る
。
東
境
の
「
三
本
松
」
の
所
在
は
不
明
で

あ
る
が
、北
の
「
カ
ケ
松
」
は
明
石
に
あ
る
「
蔭
松
」
と
比
定
さ
れ
、

北
の
境
は
明
石
方
面
ま
で
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（『
地
名
』）。

こ
の
ほ
か
に
も
五
郎
右
衛
門
は
「
佐
土
市
六
さ
い
、
刀
田
寺
町
」

に
も
商
売
権
を
所
持
し
て
い
る
。

「
佐
土
」
は
御
着
の
東
に
隣
接
し
て
お
り
、「
佐
土
市
ろ
く
さ
い
」

と
は
佐
土
で
開
か
れ
て
い
た
六
斎
市
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
刀

田
寺
町
」
は
、
姫
路
北
東
部
に
「
刀
出
町
」「
田
寺
町
」
と
い
う
字

名
が
隣
接
し
合
っ
て
現
在
も
残
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
帯
を
「
刀
田

寺
町
」
と
比
定
し
て
よ
い
か
は
不
明
で
あ
る
。

「
東
郡
」
と
い
う
西
は
市
川
、
北
は
明
石
方
面
を
境
と
す
る
広
域

地
帯
と
市
川
流
域
沿
い
に
広
が
っ
て
い
た
「
神
西
一
郡
」、
御
着
東
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隣
の
「
佐
土
市
」
に
大
村
鋳
物
師
は
商
売
権
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の

巨
大
な
商
売
権
を
五
郎
右
衛
門
は
買
い
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。

天
文
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
の
「
小
寺
則
職
書
下
」
は
、
天
文

十
四
年
十
二
月
十
三
日
の
「
売
場
売
券
」
の
内
容
を
追
認
し
、
大
村

鋳
物
師
に
代
わ
り
野
里
村
鋳
物
師
・
五
郎
右
衛
門
が
新
規
に
商
売
を

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
内
容
で
あ
る
。

更
に
五
郎
右
衛
門
は
こ
れ
以
前
、
天
文
七
年
（
一
五
三
八
）
十
二

月
二
十
三
日
に
「
津
田
村
千
千
代
」・「
八
郎
衛
門
」
が
「
飾
東
郡
・

飾
西
郡
」
に
持
っ
て
い
た
売
場
を
買
い
と
っ
て
い
る（

（3
（

。
津
田
村
は
飾

磨
郡
英
賀
に
隣
接
す
る
村
で
、
津
田
村
の
職
人
が
持
っ
て
い
た
売
場

に
関
す
る
小
寺
氏
の
書
状
は
、大
村
職
人
の
よ
う
に
は
出
て
い
な
い
。

大
村
は
御
着
を
含
ん
だ
周
辺
部
に
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ（『
地

名
』）、
野
里
村
の
五
郎
右
衛
門
が
大
村
の
職
人
に
代
わ
っ
て
市
川
流

域
で
商
売
を
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
小
寺
氏
は
、
地
域
領
主
と
し
て

大
村
の
職
人
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

小
寺
氏
が
発
給
し
た
安
堵
状
は
も
う
一
通
見
ら
れ
る
。

【
史
料
⑧
】「
小
寺
政
職
書
下（

（3
（

」

野
里
村
鋳
物
師
惣
管
職
幷
諸
公
事
事
、
如
先
々
被
仰
付
上
者
、
不
可

有
相
違
者
也
、
仍
状
如
件
、

　
　

永
禄
拾
壱

　
　
　

三
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
職
（
花
押
）

　
　
　

金
屋
中　

野
里
村
内
に
在
し
て
い
る
中
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
鋳
物
職
人
達

（「
金
屋
中
」）
に
、
野
里
村
鋳
物
師
の
管
理
と
掛
か
る
諸
公
事
に
つ

い
て
前
々
の
と
お
り
に
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。「
被
仰
付
上
者
」
と

見
え
る
こ
と
か
ら
、小
寺
氏
よ
り
上
級
の
権
力
に
当
た
る
守
護
が「
野

里
村
鋳
物
師
惣
管
職
幷
諸
公
事
」
を
安
堵
し
、
そ
れ
を
小
寺
政
職
が

奉
行
人
と
な
り
野
里
村
の
「
金
屋
中
」
に
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
数
日
後
の
永
禄
十
一
年
（
一
五
八
六
）
三
月
六
日
付
で
守
護

赤
松
氏
の
復
権
を
は
か
る
赤
松
義
祐
に
よ
り
「
赤
松
義
祐
袖
判
赤
松

奉
行
人
連
署
安
堵
状（

（3
（

」
が
発
給
さ
れ
、
そ
こ
に
は
同
じ
く
「
野
里
村

金
屋
中
」
に
宛
て
て
「
播
州
国
中
鋳
物
師
惣
管
職
幷
諸
公
事
等
」
が

安
堵
さ
れ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

発
給
時
期
を
見
て
「
小
寺
政
職
書
下
」
と
「
赤
松
義
祐
袖
判
」
は

連
動
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
小
寺
政
職
書
下
」

が
野
里
村
と
限
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
、「
赤
松
義
祐
袖
判
」
は
「
播

州
国
中
」
と
対
象
範
囲
は
広
域
で
あ
る
。
一
国
を
範
囲
と
す
る
広
域

権
益
の
保
護
と
な
る
と
守
護
赤
松
氏
に
し
か
行
え
ず
、
永
禄
十
一
年

に
至
っ
て
も
赤
松
氏
に
し
か
付
与
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺

え
る
。
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渡
邊
氏
は
こ
の
永
禄
十
一
年
三
月
に
発
給
さ
れ
た
二
通
の
安
堵
状

を
以
っ
て
「
当
該
期
に
お
い
て
、
赤
松
氏
は
も
は
や
播
磨
国
の
単
な

る
権
威
的
な
存
在
と
な
り
、
一
国
を
実
効
支
配
出
来
る
よ
う
な
力
を

持
た
な
か
っ
た
」
が
「（
小
寺
）
政
職
は
（
赤
松
）
義
祐
と
袂
を
分

か
つ
こ
と
な
く
、
連
携
を
保
ち
な
が
ら
御
着
を
中
心
に
権
力
基
盤
を

形
成
し
」、
こ
の
時
、
小
寺
氏
は
赤
松
氏
と
「
与
力
」
関
係
に
あ
っ

た
と
す
る（

（3
（

。

以
上
の
渡
邊
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
自
ら
の
意
思
で
書

状
を
近
隣
に
発
給
を
し
、
地
域
領
主
と
し
て
変
容
し
て
い
た
小
寺
氏

が
、
守
護
の
奉
行
人
と
し
て
改
め
て
野
里
村
に
現
れ
る
に
至
っ
た
の

か
、
そ
の
背
景
を
考
え
た
い
。

・�

小
寺
氏
の
出
発
点
は
守
護
の
段
銭
奉
行
で
あ
り
、
元
よ
り
赤
松

氏
の
奉
行
人
で
あ
る
。

・�

小
寺
氏
は
野
里
村
に
被
官
人
を
持
っ
た
御
着
近
郊
の
商
業
権
を

管
理
す
る
地
域
権
力
者
で
あ
る
。

以
上
二
点
は
守
護
と
小
寺
氏
、
小
寺
氏
と
地
域
と
の
関
係
性
を
考

え
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

小
寺
氏
が
被
官
人
を
持
つ
な
ど
強
く
持
っ
て
い
た
野
里
村
と
の
関

係
性
に
守
護
は
着
目
し
、
こ
れ
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

十
六
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
地
域
権
力
へ
と
変
容
し
て
い
っ

た
守
護
奉
行
人
と
地
下
の
関
係
を
再
利
用
し
、
守
護
権
力
は
再
度
広

域
権
力
と
し
て
活
動
を
は
じ
め
た
。
こ
の
動
き
は
減
退
を
し
た
勢
力

を
再
び
伸
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
守
護
権
力
の
指
揮
下
に
地
域
権
力
が

再
編
さ
れ
て
い
く
一
過
程
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
赤
松
氏
と
小
寺
氏
の
関
係
は
、
以
前
の
よ
う
に
は
戻
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
寺
氏
は
こ
れ
以
降
も
奉
書
を
発
給
す
る
い
っ

ぽ
う
で
、
単
署
状
を
発
給
し
、
軍
勢
催
促
や
知
行
宛
行
を
行
っ
て
い

く
。
こ
の
時
、
小
寺
氏
は
、
渡
邊
氏
が
評
価
す
る
通
り
に
、
守
護
赤

松
氏
の
機
構
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
た
守
護
奉
行
人
と
い
う
よ
り

も
、
地
域
領
主
と
し
て
赤
松
氏
の
「
与
力
」
と
な
り
、
赤
松
氏
を
支

え
て
い
た
と
考
え
る
の
が
筋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
権
力
が
成

長
を
は
じ
め
た
こ
と
で
起
こ
っ
た
社
会
秩
序
の
変
化
と
思
わ
れ
る
。

第
二
節　

小
寺
一
族
の
創
出
―
黒
田
氏
の
登
場　

守
護
奉
行
人
か
ら
地
域
領
主
し
て
変
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い

て
、
小
寺
氏
は
守
護
奉
行
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
時
期
と
は
違
っ

た
様
相
を
見
せ
は
じ
め
る
。
地
域
相
論
へ
の
介
入
や
、
職
の
安
堵
の

ほ
か
、
小
寺
氏
の
地
域
支
配
を
支
え
る
一
族
や
奉
行
体
制
の
創
出
も

そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
る
。

「
小
寺
美
濃
守
職
隆
」、「
小
寺
官
兵
衛
尉
祐
隆
（
孝
隆
）」
は
、
小
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寺
氏
に
小
寺
姓
を
与
え
ら
れ
、
旧
街
道
の
結
節
点
で
あ
る
姫
路
を
与

え
ら
れ
た
黒
田
氏
で
あ
る
。

黒
田
氏
の
初
見
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
五
二
）
七
月
三
十
日
付

「
曼
陀
羅
院
同
宿
中
」
宛
て
の
「
黒
田
重
隆
・
山
脇
職
吉
連
署
奉
書
」

で
あ
る
。

【
史
料
⑨
】「
黒
田
重
隆
・
山
脇
職
吉
連
署
奉
書（

（3
（

」

中
嶋
村
内
刑
部
少
輔
殿
御
分
、
光
連
名
下
地
五
段
四
十
代
分
米
弐
石

壱
斗
五
升
御
拘
之
由
候
処
、麦
地
子
在
之
由
、代
官
雖
被
申
候
、先
々

無
之
支
証
明
鏡
之
上
者
、
於
向
後
不
可
有
相
違
之
由
候
也
、
恐
惶
謹

言　
　
　
　

天
文
十
一

　
　
　
　
　
　

七
月
卅
日　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
脇
和
泉
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

職
吉
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
田
入
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
卜
（
花
押
）

　
　
　
　
　

曼
陀
羅
院

　
　
　
　
　
　
　
　

御
同
宿
中

内
容
と
し
て
は
「
代
官
」
が
「
麦
地
子
」
の
こ
と
を
申
し
て
来
て

も
、
前
々
か
ら
の
証
文
の
内
容
に
は
問
題
が
な
い
の
で
、
今
後
何
が

あ
っ
て
も
間
違
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
命
じ
る
も
の
で
あ

る
。
宛
所
の
「
曼
陀
羅
院
」
は
野
里
村
に
隣
接
す
る
威
徳
寺
村
に
随

願
寺
の
末
寺
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
の
ち
に
野
里
村
に
一
部
が

移
築
さ
れ
た
と
あ
る
。（『
地
名
』）

寺
領
保
護
を
目
的
と
し
た
こ
の
書
状
は『
姫
路
市
史
』な
ど
で「
連

署
奉
書
」
さ
れ
て
い
る
が
、「
仍
執
達
如
件
」
な
ど
明
確
に
上
位
権

力
の
意
を
奉
じ
て
い
る
文
言
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
給
者
は

小
寺
氏
の
被
官
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、小
寺
氏
の
命
を
受
け
て
、

発
給
さ
れ
た
安
堵
状
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
は
発
給
者
の
山
脇
氏
に
つ
い
て
詳
細
を
み
て
い
く
。

近
世
の
地
誌
「
播
磨
鑑（

（3
（

」
に
よ
れ
ば
市
川
下
流
左
岸
で
御
着
の
南

に
「
山
脇
構
居
」
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
正
の
頃
に
は
小
寺
氏
の

「
家
老
」
で
あ
っ
た
「
山
脇
六
郎
左
衛
門
」
が
い
た
と
い
い
、
そ
の

辺
り
に
は
い
ま
も
山
脇
と
い
う
地
名
が
み
ら
れ
る
。

寛
保
元
年
（
一
五
四
一
）
に
三
木
通
識
が
「
神
職
の
家
に
あ
る
処

の
書
中
よ
り
抜
書
」
い
た
と
い
う
「
播
陽
万
宝
智
恵
袋
（
抄
）」
所

収
の
「
惣
社
走
馬
之
記（

（3
（

」
に
も
「
小
寺
家
人
」
が
山
脇
に
複
数
人
い

た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。小
寺
氏
の
要
塞
が
あ
っ
た
山
脇
に
は
、

小
寺
氏
の
被
官
人
が
集
住
し
て
い
た
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。

「
山
脇
六
郎
左
衛
門
」
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
脇
職
吉
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は
「
和
泉
守
」
と
い
う
官
途
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
脇
の

有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
山
脇
職
吉
の
「
職
」
の
字

は
、「
職
」
を
通
字
と
す
る
小
寺
氏
か
ら
の
扁
諱
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、「
黒
田
入
道
宗
卜
」で
あ
る
。
黒
田
宗
卜
は
小
寺
職
隆（
黒

田
職
隆
）
の
父
・
黒
田
重
隆
に
あ
た
る
。

黒
田
氏
の
出
生
地
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
近
世
の
儒
学
者
が

書
き
残
し
た
福
岡
藩
の
公
式
記
録
「
黒
田
家
譜（

（3
（

」
に
は
、
近
江
国
伊

香
郡
黒
田
村
で
黒
田
重
隆
は
誕
生
し
た
あ
と
備
前
国
福
岡
村
に
移

り
、
や
が
て
は
姫
路
に
流
れ
つ
い
て
、
剃
髪
し
「
宗
卜
」
と
号
し
た

と
あ
る
。

天
文
十
一
年
頃
に
山
脇
氏
や
黒
田
氏
が
「
曼
陀
羅
院
」
に
か
か
る

「
代
官
」
の
催
促
を
退
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
地
域
権
力
と
は
、
両
氏
の

発
給
文
書
が
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
想
定
し
に
く
い
。

御
着
一
帯
の
地
域
領
主
に
変
じ
つ
つ
あ
る
小
寺
氏
の
意
を
受
け
て
連

署
状
を
「
曼
陀
羅
院
」
に
発
給
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
代
官
」
の
派
遣
元
は
関
連
文
書
が
な
い
た
め
詳
し
い
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
。
守
護
か
ら
の
派
遣
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
時
期
に
小
寺
氏

と
同
じ
よ
う
に
成
長
を
は
じ
め
た
地
域
領
主
か
ら
の
派
遣
で
あ
ろ
う

と
、
そ
の
催
促
を
退
け
ら
れ
、
自
分
達
の
権
益
を
保
護
し
て
く
れ
る

力
を
持
っ
た
地
域
領
主
で
あ
る
と
小
寺
氏
が
「
曼
陀
羅
院
」
か
ら
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
「
黒
田
重
隆
・
山
脇
職
吉
連
署
奉
書
」
を
以
っ
て
小
寺
氏
は

天
文
十
一
年
頃
に
は
家
臣
を
抱
え
、
奉
行
制
度
を
整
備
し
て
い
た
と

さ
れ
る（

（3
（

。
天
文
十
一
年
に
は
黒
田
氏
は
小
寺
氏
の
奉
行
人
と
し
て
機

能
し
て
お
り
、
小
寺
氏
の
地
域
支
配
を
支
え
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ

る
。黒

田
氏
が
小
寺
姓
を
拝
領
し
、
扁
諱
を
受
け
た
明
確
な
時
期
に
つ

い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
は

「
播
州
中
国
惣
社
」
の
「
拝
殿
並
門
」
が
「
大
破
」
し
た
こ
と
を
受

け
て
「
藤
原
朝
臣
小
寺
美
濃
守
職
隆
」
が
「
願
主
」
と
な
り
「
復
興
」

さ
せ
た
と
い
う
棟
札
銘（

（3
（

が
残
る
ほ
か
、「
浄
土
寺
」
の
「
鐘
銘
」
を
「
同

心
」
す
る
よ
う
「
小
美
濃
守
職
隆
」
が
「
芥
田
五
郎
右
衛
門
殿
」
に

伝
え
て
い
る（

（4
（

。
ま
た
ほ
か
に
も
「
小
寺
祐
隆
下
地
売
券（

（4
（

」
が
同
年
に

み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
永
禄
十
年
以
前
に
は
小
寺
姓
を
拝
領
し
、
そ

れ
を
公
的
な
名
乗
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

特
に
注
目
す
る
の
は
、
前
述
の
永
禄
十
年
九
月
十
五
日
付
の
「
射

楯
兵
主
神
社
拝
殿
棟
札
銘
」
で
あ
る
。「
播
州
中
国
惣
社
」
と
称
さ

れ
る
射
楯
兵
主
神
社
の
「
大
破
」
し
た
「
拝
殿
」
と
「
門
」
を
小
寺

職
隆
が
「
復
興
」
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
播
州
中
国
惣
社
」

と
あ
れ
ば
、
そ
の
復
興
事
業
は
、
本
来
、
守
護
の
役
目
と
考
え
ら
れ
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る
が
、
そ
れ
を
代
わ
っ
て
小
寺
氏
が
勤
め
る
ほ
ど
に
射
楯
兵
主
神
社

の
あ
る
姫
路
一
帯
で
は
地
域
領
主
の
存
在
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
拝
殿
」
と
「
門
」
と
な
れ
ば
、
か
け
ら
れ
た
費
用
や
労
働
力

は
大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
小
寺
氏
と
い
う
地
域
領

主
が
持
っ
た
財
や
権
力
の
大
き
さ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。ま

た
こ
の
時
、「
願
主
」
と
し
て
現
れ
る
の
は
小
寺
氏
当
主
の
小

寺
政
職
で
は
な
く
、
小
寺
職
隆
で
あ
る
。
小
寺
氏
の
奉
行
人
と
し
て

御
着
近
郊
に
現
れ
た
黒
田
氏
は
、
永
禄
十
年
頃
に
は
地
域
領
主
小
寺

氏
の
一
族
と
し
て
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、「
播
州
中
国
惣
社
」
復
興

の
「
願
主
」
を
勤
め
あ
げ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
付
で
「
小
寺
祐
隆
（
黒
田
孝

隆
）」
が
「
上
村
弥
三
郎
跡
職
」
を
姫
路
の
「
称
明
寺
」
に
「
売
渡
」

す
売
券
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
頃
に
は
一
定
規
模
の
土
地
を
集
積
し
て

い
た
様
子
も
見
ら
れ
る
。

更
に
注
目
す
べ
き
は
、
発
給
年
は
不
明
で
あ
る
が
十
二
月
六
日
付

で
「
黒
田
与
十
郎
殿
、
黒
田
与
七
郎
殿
、
黒
田
次
郎
左
衛
門
殿
、
黒

田
平
左
（
右
ヵ
）
衛
門
殿
、
黒
田
四
郎
左
衛
門
殿
、
黒
田
三
郎
左
衛

門
殿
」
宛
に
、「
小
寺
美
濃
守
、
同
官
兵
衛
」
が
連
名
で
、「
当
国
中

陳
付
」
を
命
じ
、「
大
事
・
小
事
不
可
有
相
違
候
也
」
と
軍
勢
催
促

を
し
て
い
る
書
状（

（4
（

が
あ
る
。
こ
れ
ら
黒
田
姓
を
持
ち
、
小
寺
職
隆
・

孝
隆
父
子
の
軍
勢
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
宛
所
の
者
達
は
、
小

寺
職
隆
が
発
給
し
た
「
官
兵
衛
事
大
事
小
事
不
可
有
疎
略
候
」
と
命

じ
て
い
る
書
状
に
よ
り
「
黒
田
次
郎
左
衛
門
＝
國
府
寺
次
郎
左
衛

門
」、「
黒
田
平
左
（
右
ヵ
）
衛
門
＝
北
條
平
右
衛
門
」、「
黒
田
四
郎

左
衛
門
＝
西
木
戸
（
西
城
戸
）
四
郎
左
衛
門
、
津
田
四
郎
左
衛
門
」、

「
黒
田
三
郎
左
衛
門
＝
北
條
三
郎
左
衛
門
」
の
可
能
性
が
あ
る（

（4
（

。

こ
れ
ら
の
名
字
の
ほ
と
ん
ど
が
姫
路
周
辺
村
名
で
、
各
村
の
目
代

や
名
主
層
に
今
度
は
自
ら
黒
田
姓
を
与
え
て
被
官
人
と
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
黒
田
氏
の
地
位
は
、
各
村
目
代
や

名
主
層
よ
り
格
上
に
あ
り
、
地
域
領
主
と
し
て
の
存
在
を
あ
る
時
期

か
ら
高
め
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
姫
路
北
部
に

あ
る
広
峯
神
社
の
社
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
「
肥
塚
治
部
左
衛
門
尉

殿
」
に
宛
て
て
「
違
乱
停
止
」
や
「
軍
勢
催
促
」
な
ど
を
行
っ
て
い

る
。
自
前
の
軍
勢
を
拡
大
し
て
い
っ
て
い
た
様
子
が
見
ら
れ
る（

（4
（

。

た
だ
し
、
黒
田
氏
が
小
寺
氏
当
主
の
よ
う
に
知
行
安
堵
や
職
の
安

堵
や
補
任
を
行
う
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
。
先
立
っ
て
発
給
さ
れ
た
小

寺
氏
当
主
に
よ
る
補
任
状
に
対
す
る
添
え
状
を
発
給
す
る
際
も
同
じ

く
「
職
」
の
扁
諱
を
受
け
た
小
寺
氏
奉
行
人
と
の
連
署
状
で
あ
り
、

単
署
で
の
発
給
で
は
な
い
。
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小
寺
氏
の
奉
行
人
か
ら
小
寺
一
族
と
し
て
頭
角
を
現
し
は
じ
め
た

黒
田
氏
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
時
、
当
主
の
補
佐
的
立
場
で
あ
っ
て
、

持
ち
得
た
権
限
か
ら
は
小
寺
氏
当
主
と
同
等
と
ま
で
は
評
価
し
が
た

い
も
の
の
、
御
着
を
拠
点
と
す
る
小
寺
氏
の
姫
路
支
配
を
十
分
に
支

え
て
い
た
様
子
が
み
ら
れ
る
。

姫
路
の
黒
田
氏
ほ
か
小
寺
氏
の
被
官
人
に
つ
い
て
、
詳
細
な
こ
と

は
発
給
文
書
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
近
世
に

成
立
し
た
地
誌
「
播
磨
鑑
」
や
、
寛
保
元
年
の
九
月
に
「
神
職
の
家

に
あ
る
処
の
書
中
よ
り
抜
書
」
い
た
と
い
う
「
大
永
年
中
」
の
様
子

を
記
し
た
「
惣
社
走
馬
之
記
」
に
、わ
ず
か
に
窺
え
る
程
度
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
小
寺
氏
の
被
官
人
達
は
山
脇
村
、
八
代
村
、

志
深
村
、
星
田
庄
山
崎
村
、
八
重
畑
村
、
豊
国
村
な
ど
と
い
っ
た
御

着
周
辺
村
に
集
住
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

周
辺
村
々
の
有
力
者
を
被
官
人
と
し
て
小
寺
氏
の
下
に
取
り
入
れ

て
い
っ
た
こ
と
で
自
然
発
生
的
に
御
着
・
姫
路
周
辺
に
集
中
し
て

い
っ
た
可
能
性
と
小
寺
氏
が
意
図
的
に
集
住
さ
せ
て
い
た
可
能
性
を

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
評
価
す
る
の
も
、
山
脇
氏
や
八
代
氏
の

よ
う
に
御
着
の
周
辺
村
名
と
名
字
が
合
致
す
る
者
も
あ
れ
ば
、
名
字

と
同
名
の
地
名
を
御
着
か
ら
離
れ
た
隣
郡
な
ど
の
他
地
域
に
で
あ
れ

ば
確
認
出
来
る
者
も
あ
り
、
小
寺
氏
が
拠
点
周
辺
に
被
官
人
を
意
図

的
に
集
め
て
支
配
領
域
を
固
め
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
想
定
出
来
る

か
ら
で
あ
る
。

小
寺
氏
が
地
域
領
主
と
し
て
変
容
し
て
い
く
中
、
ど
の
よ
う
に
し

て
黒
田
氏
を
見
い
だ
し
、
奉
行
人
か
ら
小
寺
姓
を
与
る
ま
で
に
到
っ

た
の
か
。
西
国
街
道
を
通
し
て
、
御
着
と
近
接
す
る
姫
路
と
い
う
要

地
を
与
え
る
ま
で
に
な
っ
た
か
。
そ
の
詳
細
な
背
景
は
史
料
が
見
当

た
ら
な
い
た
め
、
詰
め
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

小
寺
氏
が
自
身
の
名
字
を
与
え
た
者
に
御
着
周
辺
の
要
地
を
与
え
、

支
配
を
担
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
小
寺
氏
の
地
域
支
配
を
考
え
る
う
え

で
も
、
黒
田
氏
の
萌
芽
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
と
考
え
る
。

第
三
節　

小
結

十
六
世
紀
の
半
ば
に
入
る
と
小
寺
氏
の
発
給
文
書
に
変
化
が
現
れ

る
。
そ
れ
ま
で
守
護
赤
松
氏
の
段
銭
奉
行
と
し
て
段
銭
に
関
す
る
文

書
が
大
部
分
を
占
め
、
奉
書
や
連
署
状
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
単
署

で
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
発
給
文
書
の
内
容
も
多
岐
に
渡
り
、

拠
点
と
す
る
御
着
近
隣
村
の
相
論
の
調
停
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
わ

ず
か
で
は
あ
る
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

相
論
の
内
容
と
し
て
は
村
の
職
人
の
商
売
権
拡
大
な
ど
で
生
じ
た

利
権
関
係
を
巡
る
も
の
で
あ
る
。
村
の
自
力
で
は
裁
許
出
来
な
い
問
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題
に
際
し
、
身
近
に
い
る
地
域
権
力
が
村
か
ら
選
択
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
新
規
に
村
の
職
人
が
獲
得
し
た
御
着
近

郊
で
の
商
売
権
の
追
認
な
ど
、
段
銭
奉
行
人
で
あ
っ
た
頃
の
小
寺
氏

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
変
化
は
守
護
赤
松
氏
と
小
寺
氏
と
の
関

係
を
も
変
え
て
い
く
。

永
禄
十
一
年
三
月
に
小
寺
氏
は
野
里
村
の
「
金
屋
中
」
に
宛
て
て

守
護
の
意
を
奉
じ
、「
野
里
村
鋳
物
師
惣
管
職
幷
諸
公
事
」
を
安
堵

す
る
。
こ
の
数
日
後
、「
播
州
国
中
鋳
物
師
惣
管
職
幷
諸
公
事
等
」

を
安
堵
す
る
「
赤
松
義
祐
袖
判
赤
松
奉
行
人
連
署
安
堵
状
」
が
「
野

里
村
金
屋
中
」
に
発
給
さ
れ
る
。
こ
の
あ
と
も
、
小
寺
氏
は
奉
書
を

発
給
し
つ
つ
、
軍
勢
催
促
や
宛
行
状
な
ど
自
ら
の
意
思
で
文
書
を
発

給
す
る
。
こ
の
時
、
小
寺
氏
は
、
守
護
赤
松
氏
の
機
構
に
完
全
に
再

編
さ
れ
し
直
さ
れ
た
守
護
奉
行
人
と
い
う
よ
り
も
、
地
域
領
主
と
し

て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
た
赤
松
氏
の
「
与
力
」
で
あ
っ
た
と
渡
邊

氏
の
指
摘
ど
お
り
に
評
価
出
来
る
。
地
域
領
主
が
成
長
を
は
じ
め
た

こ
と
で
起
こ
っ
た
社
会
秩
序
の
変
化
と
評
価
出
来
る
だ
ろ
う
。

ま
た
小
寺
氏
が
地
域
領
主
と
し
て
変
容
し
て
い
く
中
で
、
奉
行
体

制
を
整
備
し
て
い
く
。

小
寺
氏
の
通
字
で
あ
る
「
職
」
の
字
を
扁
諱
と
し
て
与
え
、
小
寺

姓
を
下
賜
し
、
新
た
に
一
族
を
も
創
出
し
て
い
る
。
旧
街
道
の
結
節

点
で
あ
る
姫
路
を
拠
点
と
し
た
黒
田
氏
は
、
小
寺
氏
の
奉
行
人
か
ら

は
じ
ま
り
、
小
寺
姓
を
与
え
ら
れ
一
族
化
し
た
者
達
で
あ
る
。
永
禄

十
年
（
一
五
六
七
）
頃
に
は
小
寺
姓
を
拝
領
し
、
そ
れ
を
公
的
な
名

乗
り
に
し
、
大
破
し
た
「
播
州
中
国
惣
社
」
の
「
拝
殿
並
門
」
を
復

興
さ
せ
て
い
る
。

小
寺
氏
の
奉
行
人
と
し
て
御
着
近
郊
に
現
れ
た
黒
田
氏
は
、
地
域

領
主
小
寺
氏
の
一
族
と
し
て
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
。「
播
州
中
国

惣
社
」
復
興
の
「
願
主
」
を
も
勤
め
あ
げ
た
黒
田
氏
は
、
姫
路
周
辺

各
村
の
目
代
や
名
主
層
に
今
度
は
自
ら
黒
田
姓
を
与
え
る
こ
と
で
被

官
人
兼
一
族
を
拡
大
さ
せ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
小
寺
氏
当
主
の
よ
う
に
知
行
安
堵
や
職
の
安
堵
や
補

任
を
行
う
な
ど
そ
の
頃
の
黒
田
氏
に
は
み
ら
れ
な
い
。
先
立
っ
て
発

給
さ
れ
た
小
寺
氏
当
主
に
よ
る
補
任
状
に
対
す
る
添
え
状
を
発
給
す

る
も
同
じ
く
「
職
」
の
扁
諱
を
受
け
た
小
寺
氏
奉
行
人
と
の
連
署
状

で
あ
り
、
単
署
で
の
発
給
で
は
な
い
。

小
寺
氏
の
奉
行
人
か
ら
小
寺
一
族
と
し
て
頭
角
を
現
し
は
じ
め
た

黒
田
氏
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
時
、
当
主
の
補
佐
的
立
場
で
あ
っ
た
。

姫
路
の
黒
田
氏
ほ
か
小
寺
氏
の
被
官
人
は
御
着
・
姫
路
の
周
辺

村
々
に
集
住
し
て
い
た
様
子
が
み
ら
れ
る
。
自
然
発
生
的
に
集
中
し

て
い
っ
た
可
能
性
と
小
寺
氏
が
意
図
的
に
集
住
さ
せ
て
い
た
可
能
性



−　 −47

を
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
寺
氏
が
拠
点
周
辺
に
被
官
人
を

集
め
、
支
配
領
域
を
固
め
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
、
小
寺
氏
が
ど
の
よ
う
に
し
て
黒
田
氏
を
見
い
だ
し
た
の

か
。
そ
の
背
景
は
不
明
な
点
が
多
い
。
と
は
い
え
、
小
寺
氏
が
自
身

の
姓
を
与
え
た
者
に
、
要
地
を
与
え
、
支
配
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
小

寺
氏
の
地
域
支
配
を
考
え
る
う
え
で
も
、
黒
田
氏
の
萌
芽
を
考
え
る

う
え
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
小
寺
氏
に
関
す
る
評
価
は
、
守
護
か
ら
自
立
し
た
地
域

権
力
で
あ
る
こ
と
が
先
行
し
、
守
護
の
末
端
と
し
て
活
動
し
て
い
た

頃
の
小
寺
氏
の
実
態
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
小
寺

氏
が
守
護
の
段
銭
奉
行
と
い
う
職
制
か
ら
支
配
権
を
拡
大
し
た
と
い

う
地
域
権
力
で
あ
れ
ば
、
守
護
権
力
の
中
で
の
小
寺
氏
を
見
直
す
必

要
性
が
あ
る
と
考
え
、
守
護
奉
行
人
か
ら
地
域
権
力
へ
と
変
化
し
て

い
く
過
程
を
追
っ
て
い
っ
た
。

検
討
課
題
の
ひ
と
つ
め
と
し
て
、
守
護
の
末
端
と
し
て
小
寺
氏
は

ど
の
よ
う
に
地
域
に
現
れ
て
く
る
の
か
。
ふ
た
つ
め
は
、
地
域
領
主

と
し
て
変
容
し
て
い
く
際
、
そ
れ
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
。
地
域
に

果
た
す
武
家
の
役
割
や
地
域
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
化
を
し
て

い
く
の
か
に
注
目
し
、「
鵤
荘
引
付
」
と
い
っ
た
古
記
録
や
小
寺
氏

発
給
文
書
の
整
理
を
行
っ
た
。

播
磨
国
守
護
赤
松
氏
の
段
銭
奉
行
と
し
て
出
発
し
た
小
寺
氏
は
、

御
着
を
拠
点
と
し
な
が
ら
、
広
域
に
現
れ
、
守
護
や
幕
府
に
関
す
る

段
銭
を
賦
課
・
徴
収
・
免
除
を
行
っ
て
来
た
。
こ
の
時
、
小
寺
氏
に

は
小
寺
氏
個
人
の
意
思
で
書
状
を
発
給
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
大
部
分
が
奉
書
や
連
署
を
占
め
て
お
り
、
領
主
的
な
性
格
は
み

ら
れ
な
い
。
地
域
に
現
れ
る
際
も
、
守
護
奉
行
人
と
し
て
の
性
格
が

強
く
、
段
銭
奉
行
と
し
て
活
動
の
み
ら
れ
た
地
下
の
者
達
と
の
被
官

関
係
が
促
進
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
は
評
価
し
が
た
い
。
段
銭
奉
行
と

い
う
職
制
を
梃
子
に
必
ず
し
も
支
配
を
拡
大
出
来
た
わ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
と
評
価
す
る
の
も
、
守
護
の
弱
体
化
に
伴
い
、
段
銭
奉
行
と

し
て
の
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
く
中
で
、
小
寺
氏
の
発
給
文
書
は
拠

点
と
し
た
御
着
近
郊
に
し
ぼ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
頃
に
な
り
、
小
寺
氏
は
御
着
近
郊
で
の
領
主
的
性
格
を
強

め
て
い
く
。
単
署
状
の
発
給
や
小
寺
氏
奉
行
人
に
よ
る
書
状
の
発
給

な
ど
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
御
着
近
郊
で
の
活
動
が
活
発
に

な
り
は
じ
め
る
。
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し
か
し
、
小
寺
氏
が
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
議
論
が
な
さ
れ
た

よ
う
に
守
護
か
ら
完
全
に
乖
離
し
た
地
域
領
主
へ
と
変
化
を
遂
げ
た

か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
時
と
し
て
、
守
護
奉
行
人
と
し
て
守

護
の
意
を
受
け
た
奉
書
を
小
寺
氏
は
発
給
す
る
。
渡
邊
氏
は
こ
の
時

の
小
寺
氏
を
守
護
赤
松
氏
の
「
与
力
」
と
評
価
す
る
。
渡
邊
氏
の
指

摘
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
寺
氏
は
奉
書
を
発
給
す
る
傍

ら
、
単
署
状
も
発
給
し
つ
づ
け
、
地
域
支
配
を
強
め
て
い
く
。
こ
の

時
の
小
寺
氏
は
、
守
護
赤
松
氏
の
機
構
に
完
全
に
再
編
さ
れ
た
守
護

奉
行
人
で
は
な
く
、地
域
領
主
と
し
て
の
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
た「
与

力
」
で
あ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。

黒
田
氏
は
、
こ
う
し
て
地
域
領
主
へ
と
変
容
を
遂
げ
は
じ
め
た
小

寺
氏
の
奉
行
人
の
一
人
と
し
て
現
れ
る
。
契
機
は
不
明
で
あ
る
が
小

寺
姓
を
拝
領
し
、
小
寺
氏
の
一
族
入
り
し
た
黒
田
氏
は
、
姫
路
近
郊

で
の
支
配
を
強
め
て
い
く
。永
禄
十
年
に
大
破
し
た
播
州
中
国
惣
社
・

射
楯
兵
主
神
社
の
拝
殿
と
門
の
復
興
に
現
れ
る
の
が
、
黒
田
を
本
姓

に
持
つ
小
寺
職
隆
で
あ
る
。
更
に
、
黒
田
氏
は
姫
路
周
辺
各
村
の
目

代
や
名
主
層
に
自
ら
黒
田
姓
を
与
え
て
被
官
人
と
し
、
地
域
支
配
を

強
固
な
も
の
に
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
小
寺
氏
の
よ
う
に
知
行
安

堵
や
職
の
安
堵
や
補
任
を
行
う
な
ど
は
み
ら
れ
ず
、
あ
く
ま
で
こ
の

時
、
小
寺
氏
の
補
佐
的
立
場
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

小
寺
氏
の
被
官
人
は
、「
播
磨
鑑
」
な
ど
を
参
考
に
す
る
と
御
着

周
辺
村
に
集
住
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、自
然
発
生
的
に
御
着
・

姫
路
周
辺
に
集
中
し
た
の
か
、
小
寺
氏
が
意
図
的
に
集
住
さ
せ
た
か

ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
双
方
を
可
能
性
と
し
て
考
え
る
必
要
性

が
あ
る
だ
ろ
う
。

守
護
奉
行
人
か
ら
地
域
領
主
へ
と
変
容
し
て
い
く
過
程
で
、
小
寺

氏
が
ど
の
よ
う
に
し
て
黒
田
氏
を
見
出
し
、
奉
行
人
か
ら
小
寺
姓
を

与
え
る
ま
で
に
到
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
は
不
明
な
点
が
多
い
も
の

の
、
自
身
の
名
字
を
与
え
た
者
に
要
地
を
与
え
、
地
域
支
配
を
担
わ

せ
て
い
た
こ
と
は
、
小
寺
氏
の
地
域
支
配
を
考
え
る
う
え
で
も
、
黒

田
氏
の
萌
芽
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
後
、
織
田
・
羽
柴
氏
が
播
磨
国
に
入
国
を
す
る
こ

と
で
、
小
寺
氏
と
黒
田
氏
の
関
係
は
一
変
す
る
。
黒
田
氏
は
織
田
・

羽
柴
氏
の
陪
臣
と
し
て
軍
事
行
動
を
は
じ
め
、
つ
い
に
は
織
田
・
羽

柴
氏
と
敵
対
し
て
い
る
毛
利
氏
に
追
従
し
た
小
寺
氏
と
袂
を
分
か
っ

て
い
く
。
こ
の
時
、
黒
田
氏
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
、
地
域
で
、
そ

し
て
、
織
田
・
羽
柴
氏
と
い
う
中
央
政
局
と
の
関
係
の
中
で
担
っ
て

い
く
の
だ
ろ
う
か
。
小
寺
氏
と
の
関
係
を
踏
ま
え
な
が
ら
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。



−　 −49
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野
田
泰
三
「
戦
国
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に
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・
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日
本
史
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究
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磨
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史
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岡
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之
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史
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究
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５
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６
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濱
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二

（
９
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子
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（
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）	「
鵤
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引
付
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太
子
町
史　

資
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編
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第
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』
太
子
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一
九

八
九

（
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）	
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木
久
志
「
領
主
政
所
と
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寄
合
」『
戦
国
の
作
法
』
平
凡
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一
九

八
七
、
稲
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継
陽
『
戦
国
時
代
の
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』
校
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九
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水
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真
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文
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久
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国
大
名
』
講
談
社 

二
〇
〇
一　

な
ど
鵤
荘
研
究
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（
12
）	

大
山
喬
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国
初
期
の
権
力
と
農
民
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日
本
史
研
究
』
七

九
号　

一
九
六
五

（
13
）	（
１
）
に
同
じ

（
14
）	『
姫
路
市
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第
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本
編
』
姫
路
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二
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一
八

（
15
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１
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に
同
じ

（
16
）	「
九
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家
文
書
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兵
庫
県
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史
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世
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』
兵
庫
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九
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四

（
17
）	「
正
明
寺
文
書
」『
姫
路
市
史　

第
九
巻　

史
料
編　

中
世
二
』
姫
路

市　

二
〇
一
二

（
18
）	（
１
）
に
同
じ

（
19
）	

野
田
泰
三
「
戦
国
期
赤
松
氏
権
力
と
国
人
領
主
―
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播
上
月
氏
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事

例
を
中
心
に
―
」
矢
田
俊
文
編
『
戦
国
期
の
権
力
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文
書
』
高
志
書

院　

二
〇
〇
四

（
20
）	

稲
葉
継
陽
『
戦
国
時
代
の
荘
園
制
と
村
落
』
校
倉
書
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一
九
九
八

（
21
）	（
16
）
に
同
じ

（
22
）	「
上
月
文
書
」『
兵
庫
県
史　

史
料
編　

中
世
九
・
古
代
補
遺
』
兵
庫

県　

一
九
九
七

（
23
）	「
松
原
八
幡
宮
神
社
文
書
」『
姫
路
市
史　

第
九
巻　

史
料
編　

中
世

二
』
姫
路
市　

二
〇
一
二

（
24
）	「
芥
田
家
文
書
」『
姫
路
市
史　

第
九
巻　

史
料
編　

中
世
二
』
姫
路

市　

二
〇
一
二

（
25
）	『
兵
庫
県
の
地
名
』
平
凡
社　

一
九
九
九

（
26
）	「
天
文
十
三
年
十
二
月
六
日
付
け
小
寺
則
職
書
下
」（「
芥
田
家
文
書
」
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『
姫
路
市
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第
九
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史
料
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中
世
二
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姫
路
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二
〇
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二
）
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27
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天
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十
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史
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史
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史
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史　

第
九
巻　

史
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献
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取
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